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6.   福祉施設 

 松山市個別施設計画で「福祉施設」と区分されている施設は、保健福祉部で管轄する

斎場や高齢福祉・障がい福祉施設などである。このうち、施設管理費用の金額的重要性

が高い斎場、総合福祉センター及び児童発達支援センターひまわり園について検討を実

施した。 
 

(1)  斎場施設の概要 

松山市営の斎場は、松山市斎場、松山市北

条斎場貴船苑、松山市中島斎場の３施設あ

る。 
 
 
 
 
 
 

基本情報 

※敷地面積（29773.05 ㎡）の大半は、施設に至る進入路と周辺山林が占めている。なお、

平地部分（建築基準法上の敷地）の面積は 8193.64 ㎡と松山市斎場とほぼ同規模。 
 

施設概要 

設置目的 亡くなった方を葬るために葬儀や火葬を行う施設です。 

施設の構成 

・火葬場 

・斎場（松山市北条斎場貴船苑、松山市中島斎場のみ） 

・控室等 

施設を取り巻

く状況や課題 

松山市斎場は築４０年を経過し老朽化が著しく、また今後火葬需要の増

加が見込まれ、既存施設での対応が困難なことから更新の必要があり、早

期に着手する必要があります。 
松山市北条斎場貴船苑は、火葬炉設備関係が耐用年数を迎えており、更

新が必要な時期であります。 
松山市中島斎場は、諸島部に位置するため安定的な運営及び適正な維持

管理を継続していく必要があります。 

 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 
管理 

形態 
敷地の 

状態 

松山市斎場 食場町甲 2 9,306.73㎡ 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

1,718㎡・昭和 51年 
直営 市有地 

松山市北条

斎場貴船苑 
安岡乙 11－2 

29,773.05㎡ 

※ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

1,240㎡・平成 2年 
直営 市有地 

松山市中島

斎場 

中島大浦 

25－１ 
3,157.39㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

887㎡・平成 24年 
直営 市有地 

（松山市中島斎場） 
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 施設規模が大きい環境関連施設や松山総合公園を含んでいるものの、今後 10 年内にお

いて当該施設の大規模な改修・更新工事はないと見込まれているため 10 年間でのコスト

見込みは 0.9 億円にとどまっている。 
 なお、監査実施期間中の令和３年 12月 23日に愛媛県中予圏域の３市３町でごみ処理の

広域化や集約化を検討する「松山ブロックごみ処理広域化検討協議会」が開催され、事

務局（松山市環境モデル都市推進課）が提出したごみ処理広域化基本構想案が了承され

ている。構想案の検討中の事案であり監査対象としないが、参考として概要を下記に記

載する。 

構想案では処理施設については、松山市西クリーンセンター（大可賀３丁目）を除く

圏域内４施設が老朽化しているため、新施設の整備を検討し、建設予定地として松山市

南クリーンセンター（市坪西町）敷地を想定している。同センターは延命化工事により

引き続き利用できる可能性があり、新設と比較し、災害に対する強靱（きょうじん）性

や事業費などを踏まえ総合的に整備方法を判断する。 
 稼働予定は新設の場合で令和 14 年度、延命化の場合で令和 11 年度を想定。20 年間の

比較では、建設費（浸水対策費など試算困難な費用は含まず）は新設が約 224 億円、延

命化が約 88 億円と差があるものの、国からの交付金や廃熱利用発電による売電収入など

の歳入も含めたライフサイクルコストでは「大きな差異は見られない」とした。 

 （令和３年 12 月 24 日愛媛新聞の記事を参照） 
 

(8) 実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(9)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
  

 

151 
 

6.   福祉施設 

 松山市個別施設計画で「福祉施設」と区分されている施設は、保健福祉部で管轄する

斎場や高齢福祉・障がい福祉施設などである。このうち、施設管理費用の重要性が高い

斎場、総合福祉センター及び児童発達支援センターひまわり園について検討を実施した。 
 

(1)  斎場施設の概要 

松山市営の斎場は、松山市斎場、松山市北

条斎場貴船苑、松山市中島斎場の３施設あ

る。 
 
 
 
 
 
 

基本情報 

（※）敷地面積（29773.05 ㎡）の大半は、施設に至る進入路と周辺山林が占めている。

なお、平地部分（建築基準法上の敷地）の面積は 8193.64 ㎡と松山市斎場とほぼ同規模。 
 

施設概要 

設置目的 亡くなった方を葬るために葬儀や火葬を行う施設です。 

施設の構成 

・火葬場 

・斎場（松山市北条斎場貴船苑、松山市中島斎場のみ） 

・控室等 

施設を取り巻

く状況や課題 

松山市斎場は築４０年を経過し老朽化が著しく、また今後火葬需要の増

加が見込まれ、既存施設での対応が困難なことから更新の必要があり、早

期に着手する必要があります。 
松山市北条斎場貴船苑は、火葬炉設備関係が耐用年数を迎えており、更

新が必要な時期であります。 
松山市中島斎場は、諸島部に位置するため安定的な運営及び適正な維持

管理を継続していく必要があります。 

 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 
管理 

形態 
敷地の

状態 

松山市斎場 食場町甲 2 9,306.73 ㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

1,718 ㎡・昭和 51 年 
直営 市有地

松山市北条

斎場貴船苑 
安岡乙 11－2 

29,773.05

㎡（※）

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

1,240 ㎡・平成 2 年 
直営 市有地

松山市中島

斎場 

中島大浦 

25－１ 
3,157.39 ㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階

887 ㎡・平成 24 年 
直営 市有地

（松山市中島斎場） 
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松山市営斎場の火葬件数は、近年増加傾向にあり平成 27 年度に一時的に減少に転じ

たものの、平成 29 年度には 4,900 件を超え、今後は 2040 年頃までさらに増加すること

が見込まれます。また、火葬件数の約 90％以上が松山市斎場となっています。 

（出所：施設白書） 
 

(2)  斎場施設に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 民間活用 

内容 

しばらくは火葬件数が増加傾向にあり、増炉を

含めた改修が必要であり、施設量の削減が難し

いため、PFI等や指定管理者制度の検討を行い

施設量削減に相当するコスト削減を行います。

なお、火葬炉を更新する際には同じメーカーの

火葬炉でないと設置出来ないため、PFIを検討

する際には、火葬炉の更新を含めた長期間の契

約を検討します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

旧松山市、旧北条市、旧中島町の３地域レベル

で配置し、現在の施設数以上の配置は行いませ

ん。 

(２) 
統廃合 

考え方 
－ 

(３) 
機能の 

考え方 
火葬炉、収骨室、待合室等 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

火葬件数の多い松山市斎場は火葬炉や控室の増

を含めた建替えを検討します。 

松山市北条斎場貴船苑は増炉を検討します。 

(２) 
複合化の考

え方 
施設の特殊性から難しいです。 

３ コスト削減の考え方 

更新時には PFIを検討します。 

利用者負担のあり方について検討します。 

（使用料の見直し等） 

（出所：再編成計画） 
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(3)  総合福祉センターの概要 

総合福祉センターは、市民と行政が一体となって推進している地域福祉活動の拠点施

設で、１階に障害者団体事務室、２階に身体障害者福祉センター、３階に老人福祉セン

ターを設置している。 
 
基本情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設概要 

設置目的 社会福祉事業を総合的に推進し、市民福祉の増進を図るために設置 

施設の構成 事務室、会議室、作業室、浴室、調理実習室、母子児童交流室、研修

室、クラブ活動室など 

事業概要 地域福祉サービス事業、ふれあい・いきいきサロン事業、配食サービス

事業、ボランティアセンター運営事業などを実施しています。 

利用時間 ９：００～２１：００ 

施設を取り巻

く状況や課題 
築２５年以上を経過し、機械設備等の交換時期がきており、今後、大規

模な修繕等が必要になることが予想されます。 

（出所：施設白書） 
利用者数は、毎年１２万～１３万人程度となっている。 
稼働率は、大会議室、クラブ活動室、小会議室の３部屋が毎年高くなっている。 
福利関係者が利用する場合の利用料は無料。ただし、福祉関係者が開催する催事にお

いて入場料を徴収する場合は利用料を徴収している。 

所在地 若草町８－２ 

敷地面積 4,400.00 ㎡ 

建築年 平成 3 年 1月 

延べ面積 9,690.80 ㎡ 

構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 5 階地下 1 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 
（総合福祉センター） 
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松山市営斎場の火葬件数は、近年増加傾向にあり平成 27 年度に一時的に減少に転じ

たものの、平成 29 年度には 4,900 件を超え、今後は 2040 年頃までさらに増加すること

が見込まれます。また、火葬件数の約 90％以上が松山市斎場となっています。 

（出所：施設白書） 
 

(2)  斎場施設に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 民間活用 

内容 

しばらくは火葬件数が増加傾向にあり、増炉を

含めた改修が必要であり、施設量の削減が難し

いため、PFI 等や指定管理者制度の検討を行い

施設量削減に相当するコスト削減を行います。

なお、火葬炉を更新する際には同じメーカーの

火葬炉でないと設置出来ないため、PFIを検討

する際には、火葬炉の更新を含めた長期間の契

約を検討します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

旧松山市、旧北条市、旧中島町の３地域レベル

で配置し、現在の施設数以上の配置は行いませ

ん。 

(２) 
統廃合 

考え方 
－ 

(３) 
機能の 

考え方 
火葬炉、収骨室、待合室等 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

火葬件数の多い松山市斎場は火葬炉や控室の増

を含めた建替えを検討します。 

松山市北条斎場貴船苑は増炉を検討します。 

(２) 
複合化の考

え方 
施設の特殊性から難しいです。 

３ コスト削減の考え方 

更新時には PFIを検討します。 

利用者負担のあり方について検討します。 

（使用料の見直し等） 

（出所：再編成計画） 
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(4)  総合福祉センターに関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化 

施設量削減 

内容 
築 60年以上の使用を目標に維持管理を行い、施

設建替え時には規模を縮小します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

現在の施設数（1 ヶ所）以上の整備は原則行いま

せん。 

(２) 
統廃合 

考え方 

今後、施設内に余剰部分が出た場合に検討しま

す。 

(３) 
機能の 

考え方 
事務室、会議室、作業室、浴室、研修室など 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

施設の長寿命化を図るが、更新を行う場合には

少子高齢化を踏まえた適正な規模とします。 

(２) 
複合化の考

え方 
引続き複合施設として検討します。 

３ コスト削減の考え方 ―※ 

（出所：再編成計画） 
※特記事項がないため「－」としているもの。検討の方向性のとおり「長寿命化、施設

量削減」により将来的なコスト削減を図る方針。 
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(5)  児童発達支援センターひまわり園の概要 

児童発達支援センターひまわり園は、児童福祉法の規定に基づき設置した施設で、発

達の遅れや障がい等のある就学前の子どもたちの通所施設である。 
 
基本情報 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設概要 

設置目的 

児童福祉法の規定に基づき、発達の遅れや障がい等のある就学前の子

どもたちを施設に通所させ、障がい児の能力を最大限に伸ばし、可能な

限り社会自立の達成を図るため、対象児の個々の発達特性に応じた援

助、保護者に対する家庭生活援助及び生活環境の改善を図ります。 

施設の構成 
ひまわり園（児童発達支援センター事業） 
ひだまりクラブ（重症心身障がい児対象） 
相談支援事業、保育所等訪問支援事業、療育等支援事業 

施設を取り巻

く状況や課題 

障がい児の認知が進むにつれて、利用者のニーズも高くなりサービス

の提供も複雑になっています。また、施設設備の老朽化により修繕費も

増加していますが、利用者の安全・安心を第一に考え、障がい児福祉サ

ービスの充実に努める必要があります。 
（出所：施設白書） 

  

所在地 水泥町３６８－１ 

敷地面積 2,912.00㎡ 

建築年 平成 6年 3月 

延べ面積 1,436.19㎡ 

構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 1階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（児童発達支援センターひまわり園） 

 

154 
 

(4)  総合福祉センターに関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化 

施設量削減 

内容 
築 60年以上の使用を目標に維持管理を行い、施

設建替え時には規模を縮小します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

現在の施設数（1 ヶ所）以上の整備は原則行いま

せん。 

(２) 
統廃合 

考え方 

今後、施設内に余剰部分が出た場合に検討しま

す。 

(３) 
機能の 

考え方 
事務室、会議室、作業室、浴室、研修室など 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

施設の長寿命化を図るが、更新を行う場合には

少子高齢化を踏まえた適正な規模とします。 

(２) 
複合化の考

え方 
引続き複合施設として検討します。 

３ コスト削減の考え方 ―※ 

（出所：再編成計画） 
※特記事項がないため「－」としているもの。検討の方向性のとおり「長寿命化、施設

量削減」により将来的なコスト削減を図る方針。 
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(5)  児童発達支援センターひまわり園の概要 

児童発達支援センターひまわり園は、児童福祉法の規定に基づき設置した施設で、発

達の遅れや障がい等のある就学前の子どもたちの通所施設である。 
 
基本情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設概要 

設置目的 

児童福祉法の規定に基づき、発達の遅れや障がい等のある就学前の子

どもたちを施設に通所させ、障がい児の能力を最大限に伸ばし、可能な

限り社会自立の達成を図るため、対象児の個々の発達特性に応じた援

助、保護者に対する家庭生活援助及び生活環境の改善を図ります。 

施設の構成 
ひまわり園（児童発達支援センター事業） 
ひだまりクラブ（重症心身障がい児対象） 
相談支援事業、保育所等訪問支援事業、療育等支援事業 

施設を取り巻

く状況や課題 

障がい児の認知が進むにつれて、利用者のニーズも高くなりサービス

の提供も複雑になっています。また、施設設備の老朽化により修繕費も

増加していますが、利用者の安全・安心を第一に考え、障がい児福祉サ

ービスの充実に努める必要があります。 
（出所：施設白書） 

  

所在地 水泥町３６８－１ 

敷地面積 2,912.00 ㎡ 

建築年 平成 6 年 3月 

延べ面積 1,436.19 ㎡ 

構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 1 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（児童発達支援センターひまわり園） 



 

156 
 

(6)  児童発達支援センターひまわり園に関する公共施設マネジメント方針 

今後の方

向性 

検討の方向性 長寿命化 

内容 予防保全に努め、長寿命化を図ります。 

１  
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

障がい福祉サービス等の利用児数によって必要

数が変わるが、当面は市内に 1ヶ所 

(２) 
統廃合 

考え方 

障がい児数や、利用児ニーズの変化を踏まえた

適正な規模で、適当な施設が有れば検討しま

す。 

(３) 
機能の 

考え方 
児童発達支援センター 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

障がい児数や、利用児ニーズの変化を踏まえた

適正な規模とします。 

(２) 
複合化の考

え方 

実施事業の見直しが必要な場合は適切に対応

し、必要に応じて複合化も検討します。 

３ コスト削減の考え方 利用者負担のあり方について検討します。 

（出所：再編成計画） 
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(7)  福祉施設に関する個別施設計画 

福祉施設について「松山市個別施設計画」では、今後 10 年間にわたってのコスト見込

みと施設量削減見込みを下記のとおり策定している。 

 

（出所：個別施設計画） 
 上記のコスト見込みには、築 40 年を経過し老朽化が著しいため既存施設での対応が困

難な「松山市斎場」の建替えや築 30 年を経過した「総合福祉センター（平成３年築）」

の改修費用が含まれている。 
 

(8)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(9)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

⑥福祉施設 43 26.3 32.0 38.5 ▲6.5 37,265 36,694 37,728 463
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(6)  児童発達支援センターひまわり園に関する公共施設マネジメント方針 

今後の方

向性 

検討の方向性 長寿命化 

内容 予防保全に努め、長寿命化を図ります。 

１  
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

障がい福祉サービス等の利用児数によって必要

数が変わるが、当面は市内に 1ヶ所 

(２) 
統廃合 

考え方 

障がい児数や、利用児ニーズの変化を踏まえた

適正な規模で、適当な施設が有れば検討しま

す。 

(３) 
機能の 

考え方 
児童発達支援センター 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

障がい児数や、利用児ニーズの変化を踏まえた

適正な規模とします。 

(２) 
複合化の考

え方 

実施事業の見直しが必要な場合は適切に対応

し、必要に応じて複合化も検討します。 

３ コスト削減の考え方 利用者負担のあり方について検討します。 

（出所：再編成計画） 
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7.   消防施設 

 松山市個別施設計画で「消防施設」と区分されている施設は、消防局で管轄する消防

署や防災センター、消防ポンプ蔵置所・水防倉庫などである。このうち、施設管理費用

の重要性が高く検討を実施する対象となる施設に該当するものはないため最も大きな施

設である消防局・消防署の概要・再編成計画と消防施設の個別施設計画のみ記載するこ

ととした。 
 

(1)  消防局・消防署の概要 

 
松山市の消防局は、消防局、４つの消防署、５つの 

支署、２つの出張所及び１つの救急ワークステーショ 

ンを配置し 458 名の職員及び 96 台の消防車両等 

をもって市民の安心・安全を守っている。 
 
 
 
 

(2)  消防局・消防署に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化 

複合化 

内容 

原則として、長寿命化に向け効果的な施設保全を
行いますが、大規模災害に備えた消防体制の構築
と併せて今後のあり方を検討します。 
施設更新時には、周辺施設との複合化を検討し、
施設量の削減を目指します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
国が示す消防力の整備指針に基づき配置 

(２) 
統廃合 

考え方 
現場到着時間の遅れにつながることから、統廃合
は難しいです。 

(３) 
機能の 

考え方 
事務室、通信指令室、車庫、仮眠室、会議室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の

方向性 
管轄区域内の人口、部隊数、車両台数等を踏まえ
た適正な規模とします。 

(２) 
複合化の

考え方 
周辺の公共施設が散在している施設については、
複合化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 
更新時にはＰＦＩの導入の導入も検討します。
（※） 

（出所：再編成計画） 
(※)他自治体では、庁舎の設計、建築、維持管理業務を事業範囲として PFI を導入してい

る事例（沼津市消防本部、盛岡地区広域消防組合等）がある。 

（消防局・中央消防署） 
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7.   消防施設 

 松山市個別施設計画で「消防施設」と区分されている施設は、消防局で管轄する消防

署や防災センター、消防ポンプ蔵置所・水防倉庫などである。このうち、施設管理費用

の金額的重要性が高く検討を実施する対象となる施設に該当するものはないため最も大

きな施設である消防局・消防署の概要・再編成計画と消防施設の個別施設計画のみ記載

することとした。 
 

(1)  消防局・消防署の概要 

 
松山市の消防局は、消防局、４つの消防署、５つの 

支署、２つの出張所及び１つの救急ワークステーショ 

ンを配置し 458名の職員及び 96台の消防車両等 

をもって市民の安心・安全を守っている。 
 
 
 
 

(2)  消防局・消防署に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化 

複合化 

内容 

原則として、長寿命化に向け効果的な施設保全を
行いますが、大規模災害に備えた消防体制の構築
と併せて今後のあり方を検討します。 
施設更新時には、周辺施設との複合化を検討し、
施設量の削減を目指します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
国が示す消防力の整備指針に基づき配置 

(２) 
統廃合 

考え方 
現場到着時間の遅れにつながることから、統廃合
は難しいです。 

(３) 
機能の 

考え方 
事務室、通信指令室、車庫、仮眠室、会議室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の

方向性 
管轄区域内の人口、部隊数、車両台数等を踏まえ
た適正な規模とします。 

(２) 
複合化の

考え方 
周辺の公共施設が散在している施設については、
複合化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 更新時にはＰＦＩの導入の導入も検討します。※ 

（出所：再編成計画） 
※他自治体では、庁舎の設計、建築、維持管理業務を事業範囲として PFI を導入してい

る事例（沼津市消防本部、盛岡地区広域消防組合等）がある。 

（消防局・中央消防署） 
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7.   消防施設 

 松山市個別施設計画で「消防施設」と区分されている施設は、消防局で管轄する消防

署や防災センター、消防ポンプ蔵置所・水防倉庫などである。このうち、施設管理費用

の金額的重要性が高く検討を実施する対象となる施設に該当するものはないため最も大

きな施設である消防局・消防署の概要・再編成計画と消防施設の個別施設計画のみ記載

することとした。 
 

(1)  消防局・消防署の概要 

 
松山市の消防局は、消防局、４つの消防署、５つの 

支署、２つの出張所及び１つの救急ワークステーショ 

ンを配置し 458名の職員及び 96台の消防車両等 

をもって市民の安心・安全を守っている。 
 
 
 
 

(2)  消防局・消防署に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化 

複合化 

内容 

原則として、長寿命化に向け効果的な施設保全を
行いますが、大規模災害に備えた消防体制の構築
と併せて今後のあり方を検討します。 
施設更新時には、周辺施設との複合化を検討し、
施設量の削減を目指します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
国が示す消防力の整備指針に基づき配置 

(２) 
統廃合 

考え方 
現場到着時間の遅れにつながることから、統廃合
は難しいです。 

(３) 
機能の 

考え方 
事務室、通信指令室、車庫、仮眠室、会議室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の

方向性 
管轄区域内の人口、部隊数、車両台数等を踏まえ
た適正な規模とします。 

(２) 
複合化の

考え方 
周辺の公共施設が散在している施設については、
複合化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 更新時にはＰＦＩの導入の導入も検討します。※ 

（出所：再編成計画） 
※他自治体では、庁舎の設計、建築、維持管理業務を事業範囲として PFI を導入してい

る事例（沼津市消防本部、盛岡地区広域消防組合等）がある。 

（消防局・中央消防署） 
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(3)  消防局・消防署に関する個別施設計画 

消防施設について「松山市個別施設計画」では、今後 10 年間にわたってのコスト見込

みと施設量削減見込みを下記のとおり策定している。 

 

（出所：個別施設計画） 
主に、東消防署（昭和 62年築）、南消防署（昭和 64年築）、西消防署（平成６年築）、

南消防署東部支署（平成６年築）の大規模改修工事が見込まれているもの。 
 

(4)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(5)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

⑦消防施設 132 22.8 14.1 18.5 ▲4.4 26,120 26,569 26,553 433
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7.   消防施設 

 松山市個別施設計画で「消防施設」と区分されている施設は、消防局で管轄する消防

署や防災センター、消防ポンプ蔵置所・水防倉庫などである。このうち、施設管理費用

の重要性が高く検討を実施する対象となる施設に該当するものはないため最も大きな施

設である消防局・消防署の概要・再編成計画と消防施設の個別施設計画のみ記載するこ

ととした。 
 

(1)  消防局・消防署の概要 

 
松山市の消防局は、消防局、４つの消防署、５つの 

支署、２つの出張所及び１つの救急ワークステーショ 

ンを配置し 458 名の職員及び 96 台の消防車両等 

をもって市民の安心・安全を守っている。 
 
 
 
 

(2)  消防局・消防署に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化 

複合化 

内容 

原則として、長寿命化に向け効果的な施設保全を
行いますが、大規模災害に備えた消防体制の構築
と併せて今後のあり方を検討します。 
施設更新時には、周辺施設との複合化を検討し、
施設量の削減を目指します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
国が示す消防力の整備指針に基づき配置 

(２) 
統廃合 

考え方 
現場到着時間の遅れにつながることから、統廃合
は難しいです。 

(３) 
機能の 

考え方 
事務室、通信指令室、車庫、仮眠室、会議室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の

方向性 
管轄区域内の人口、部隊数、車両台数等を踏まえ
た適正な規模とします。 

(２) 
複合化の

考え方 
周辺の公共施設が散在している施設については、
複合化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 
更新時にはＰＦＩの導入の導入も検討します。
（※） 

（出所：再編成計画） 
(※)他自治体では、庁舎の設計、建築、維持管理業務を事業範囲として PFI を導入してい

る事例（沼津市消防本部、盛岡地区広域消防組合等）がある。 

（消防局・中央消防署） 
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7.   消防施設 

 松山市個別施設計画で「消防施設」と区分されている施設は、消防局で管轄する消防

署や防災センター、消防ポンプ蔵置所・水防倉庫などである。このうち、施設管理費用

の金額的重要性が高く検討を実施する対象となる施設に該当するものはないため最も大

きな施設である消防局・消防署の概要・再編成計画と消防施設の個別施設計画のみ記載

することとした。 
 

(1)  消防局・消防署の概要 

 
松山市の消防局は、消防局、４つの消防署、５つの 

支署、２つの出張所及び１つの救急ワークステーショ 

ンを配置し 458名の職員及び 96台の消防車両等 

をもって市民の安心・安全を守っている。 
 
 
 
 

(2)  消防局・消防署に関する公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 
長寿命化 

複合化 

内容 

原則として、長寿命化に向け効果的な施設保全を
行いますが、大規模災害に備えた消防体制の構築
と併せて今後のあり方を検討します。 
施設更新時には、周辺施設との複合化を検討し、
施設量の削減を目指します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
国が示す消防力の整備指針に基づき配置 

(２) 
統廃合 

考え方 
現場到着時間の遅れにつながることから、統廃合
は難しいです。 

(３) 
機能の 

考え方 
事務室、通信指令室、車庫、仮眠室、会議室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の

方向性 
管轄区域内の人口、部隊数、車両台数等を踏まえ
た適正な規模とします。 

(２) 
複合化の

考え方 
周辺の公共施設が散在している施設については、
複合化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 更新時にはＰＦＩの導入の導入も検討します。※ 

（出所：再編成計画） 
※他自治体では、庁舎の設計、建築、維持管理業務を事業範囲として PFI を導入してい

る事例（沼津市消防本部、盛岡地区広域消防組合等）がある。 

（消防局・中央消防署） 
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7.   消防施設 

 松山市個別施設計画で「消防施設」と区分されている施設は、消防局で管轄する消防

署や防災センター、消防ポンプ蔵置所・水防倉庫などである。このうち、施設管理費用

の金額的重要性が高く検討を実施する対象となる施設に該当するものはないため最も大

きな施設である消防局・消防署の概要・再編成計画と消防施設の個別施設計画のみ記載

することとした。 
 

(1)  消防局・消防署の概要 

 
松山市の消防局は、消防局、４つの消防署、５つの 

支署、２つの出張所及び１つの救急ワークステーショ 

ンを配置し 458名の職員及び 96台の消防車両等 

をもって市民の安心・安全を守っている。 
 
 
 
 

(2)  消防局・消防署に関する公共施設マネジメント方針 
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方向性 
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設置の 
考え方 

(１) 
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考え方 
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(２) 
統廃合 

考え方 
現場到着時間の遅れにつながることから、統廃合
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(３) 
機能の 

考え方 
事務室、通信指令室、車庫、仮眠室、会議室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の

方向性 
管轄区域内の人口、部隊数、車両台数等を踏まえ
た適正な規模とします。 

(２) 
複合化の

考え方 
周辺の公共施設が散在している施設については、
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３ コスト削減の考え方 更新時にはＰＦＩの導入の導入も検討します。※ 

（出所：再編成計画） 
※他自治体では、庁舎の設計、建築、維持管理業務を事業範囲として PFI を導入してい

る事例（沼津市消防本部、盛岡地区広域消防組合等）がある。 

（消防局・中央消防署） 
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8.   子育て施設 

 松山市個別施設計画で「子育て施設」と区分されている施設は、保健福祉部で管轄す

る保育所・認定こども園、児童クラブ、児童館・児童センターなどである。このうち、

施設管理費用の金額的重要性が高く検討を実施する対象となる施設に該当する施設はな

いため、最も大きな施設群である保育所・認定こども園の概要・再編成計画と子育て施

設の個別施設計画のみ記載することとした。 
 

(1)  保育所・認定こども園の概要 

公立保育所及び認定こども園（以下「保育

所等」という）は市内に直営15園、公設民営

10 園、へき地保育所５園（休園中）がある。 
なお、へき地保育所については、入園希望

者が３名に満たないため、松山市へき地保育

所条例施行規則第 5 条に基づき休園となって

いる。 
 

(2)  保育所・認定こども園の公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 集約化 複合化 民間活用 

内容 

今後も少子化傾向は続き保育需要は長期的には

減少すると見込まれるため、将来的には民間事

業者の進出により閉園（撤退）することも視野

に入れ、施設の集約化、複合化で施設量を削減

することを検討します。 

保育を運営委託している園については、施設の

移譲による民営化が可能な場合は民営化を検討

します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 

平成 26 年度に策定された「松山市子ども・子育

て支援事業計画」により、市内を９ブロックに

分けて保育必要量と整備計画を設定しており、

この計画により、平成 29 年度までに待機児童を

解消することとしています。この計画には現在

の市立保育所の保育定員も含まれているため、

待機児童が解消し、保育需要量と保育供給量が

安定的に均衡するまでは施設量の減少につなが

る統廃合や転用は難しいです。 

(２) 
統廃合 

考え方 

待機児童解消のため、短期的には統廃合は考え

られないが、長期的（50 年後）には少子化によ

り子どもの数が半減するので、統廃合は十分あ

りえます。その場合は、施設が遠くなる利用者

については、送迎バスの運行や送迎ステーショ

ン（中継点）の設置を行う必要があります。 

（松山保育園） 
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(３) 
機能の 

考え方 

【０歳～２歳未満の幼児を入所させる場合】 

乳児室・ほふく室・医務室・調理室・トイレ 

【２歳以上の幼児を入所させる場合】 

保育室・遊戯室・屋外遊戯場（保育所の付近 

にある屋外遊戯場に変わるべき場所を含む）・ 

調理室・トイレ 

２  

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

短期的には待機児童解消のため、施設を維持す

る必要があるが、その短期的な期間の間に更新

時期（耐用年数）を迎えてしまう施設も多く存

在します。良好な保育環境の提供のため、建替

えや大規模改造を行わざるを得ないが、更新

後、短い期間で少子化により保育需要が減少し

て施設が不要となる事態も予測できます。した

がって、後の施設転用も視野に入れ、施設機能

を安価に転用改修できるような建替え・改修の

方法を模索します。 

(２) 
複合化の考

え方 

少子化と並行して、高齢化がより進行すること

から、高齢者のための施設との複合化が有力で

あると考えます。 

３ コスト削減の考え方 

市立保育所の責任として、保育需要が少ない地

区にも一定の保育サービスの供給を行わなけれ

ばならないので、保育所規模の大型化によるス

ケールメリットのコスト削減は難しいです。 

将来的に複合施設化できれば人件費の削減等が

期待できます。 

保育需要の多い地区の市立保育所で、民間でも

経営が可能な園については、民間からのオファ

ーがあれば民設民営化の選択肢も考えられま

す。（ただし、市立保育所として民間保育所の

指導、支援の機能を果たすべき保育所について

はこの限りではありません。） 

（出所：再編成計画） 
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(3)  子育て施設の個別施設計画 

子育て施設について「松山市個別施設計画」では、今後 10 年間にわたってのコスト見

込みと施設量削減見込みを下記のとおり策定している。 

 

（出所：個別施設計画） 
少子化傾向にある中でも、共働き世帯の増加等に伴い、短期ではコストが増加する見

込みとなっていて、児童クラブで整備増の新築費用が６億円追加で見込まれることから、

長寿命化・適正規模化を行っても既存施設の従来型コストよりも、今後の見込み額が上

回るという結果となっている。 
また、保育所・認定こども園では、待機児童解消のため当面は施設量を維持すること

とし、そのための大規模改修に係る費用を見込んでいるもの。 
 

(4)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(5)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

⑧子育て施設 118 22.7 15.9 13.1 2.8 33,269 37,730 39,606 6,337
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9.   その他の施設 

 松山市個別施設計画で「その他の施設」と区分されている施設は、下記のとおりであ

る。 
中分類 施設名 担当課 

観光・文化_

図書館 

中央図書館（総合コミュニティセンター内） 

三津浜図書館 

北条図書館 

中島図書館（中島総合文化センター内） 

中央図書館事務所 

観光・文化_

文化施設 

子規記念博物館 

総合コミュニティセンター 

（企画展示ホール、文化ホール、研修会議棟、こども館など） 

市民会館 

北条市民会館 

北条ふるさと館 

（歴史民俗資料展示室、美術品展示室、研修室など） 

中島総合文化センター 

（ホール、会議室など） 

坂の上の雲ミュージアム 

文化・ことば課、 

坂の上の雲ミュージアム、 

ス ポ ー テ ィ ン グ シ テ ィ 

推進課、 

地域学習振興課、 

子規記念博物館 

観光・文化_
史跡・文化

財等 

埋蔵文化財センター 

（埋蔵文化財の保護、調査、研究等を行う施設） 

松山城二之丸史跡庭園 

一草庵 

庚申庵 

葉佐池古墳ガイダンス施設   ほか 

観光・国際交流課、 
文化財課 

観光・文化_
観光文化そ

の他 

道の駅風早の郷風和里 

（道の駅、地場産品の販売等を行う施設） 

姫ケ浜荘 

（宿泊施設、飲食等の提供など） ほか 

まちづくり推進課、 
地域経済課、 
観光・国際交流課 

駐輪場 

駐輪場 

（松山駅前、大街道） 

2 自転車保管所 

（土居田、和泉） 

都市生活サービス課 

公民館・集

会所等_公民

館本館 
41 か所の公民館 学習施設課 

公民館・集

会 所 等 _ 分

館・集会所 

（学習施設課） 

273 公民館分館（集会所） 

（人権啓発課） 

30 教育集会所  

（まちづくり推進課） 

84 コミュニティ集会所  

1 コミュニティ事務所 

（空港港湾課） 

8 集会所 4 共同利用施設 1 健康増進センター 

（農水振興課、農林土木課） 

11 農水集会所、実習施設 7海の駅 

学習施設課、 

まちづくり推進課、 

人権啓発課、 

空港港湾課、 

農水振興課、 

農林土木課 

公民館・集

会所等_ふれ

あいセンタ

ー 

 

10 ふれあいセンター 

（地域社会の福祉を増進し、人権啓発施策を総合的かつ効果的

に推進するための施設） 

人権啓発課 
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また、保育所・認定こども園では、待機児童解消のため当面は施設量を維持すること

とし、そのための大規模改修に係る費用を見込んでいるもの。 
 

(4)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(5)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
  

施設用途区分
施設
数
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R12
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末
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(R12-H28)
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中分類 施設名 担当課 

農林漁業関

係 施 設 _ 倉

庫・作業所

等 

22 農機具保管施設、倉庫、共同集荷施設ほか 

農水振興課、 

農林土木課、 

農業指導センター 

その他市民

利用施設_港

湾除く 

青少年センター 

（研修室、ホール、体育室等） 

男女共同参画推進センター 

（松山市男女共同参画推進センター、まつやま国際交流センタ

ー、まつやまＮＰＯサポートセンター、新玉児童館） 

神浦定住促進施設 

（移住生活を体験する施設） 

興居島体験滞在型交流施設 

（移住生活を体験する施設） 

地域おこし協力隊宿舎ほか 

市民生活課、 

まちづくり推進課、 

教育支援センター事務所

その他市民

利用施設_港

湾 

5 市営上屋 

（港湾運送上の荷さばき、保管のための貸倉庫） 

湾事務所 

堀江港休憩所ほか 

空港港湾課 

このうち、施設管理費用の金額的重要性が高い施設である中央図書館（総合コミュニ

ティセンター内）、松山市民会館、坂の上の雲ミュージアム、子規記念博物館、中島総

合文化センター、埋蔵文化財センター（考古館）・文化財情報館、青少年センター、男

女共同参画推進センター、分館・集会所について以下検討を実施した。 
 

(1)  中央図書館（総合コミュニティセンター内）の概要 

 松山市立図書館は、中央図書館を核とし

て三津浜・北条・中島・移動図書館で運営

している。 
  
 
 
 
 
 

基本情報 

※中央図書館は複合施設のため、複合施設全体の構造・階層を記載。 
 
 
 
 
 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 

管理 

形態 
敷地の

状態 

中央図書館 湊町七丁目 5 
(コミセン 

敷地内) 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 3 階地下 2 階 

5,617 ㎡・昭和 62 年 

直営 市有地

（中央図書館） 
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施設情報 

設置目的 市民の教育と文化の発展に寄与するために設置 

施設の構成 開架図書室、参考資料室、ＡＶコーナー、書庫、事務室 外 

施設を取り巻

く状況や課題 

中央図書館は、コミュニティセンターと一体の施設であり、空調・機械

等の設備が共有となっています。昭和６２年開館以来、故障箇所をその都

度修繕して対応しているが、これら設備の耐用年数も過ぎていることから

大規模な改修が必要となっています。 

（出所：施設白書） 
 

(2)  中央図書館（総合コミュニティセンター内）の公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 複合化 

内容 

中央図書館はコミセン全体の改修工事により長
寿命化を図る予定であり、施設更新の際にはコ
ミセンとも連携し縮減を検討します。 
三津浜図書館・北条図書館は施設更新の際は周
辺施設との複合化を検討します。 
一方で、地域の拠点としては人口の集中する南
部が手薄であり、充実の方策の検討が必要で
す。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

現在の施設は地域性を持っているため、減少さ
せることが困難であり、更新の際には複合化を
優先的に検討します。 

(２) 
統廃合 
考え方 

施設の長寿命化を図り、周辺地域の人口、蔵書
数等を総合的に判断し、適正な規模とします。 

(３) 
機能の 
考え方 

開架閲覧室、書庫、参考資料室、AV コーナー、
事務室、電算室、会議室、車庫 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

内部レイアウトの検討を行うことで適正な規模
とします。 

(２) 
複合化の考
え方 

中央図書館・中島図書館は既に複合施設です。 
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散在しており、複合化が可能か将来の更新時に
検討です。 

３ コスト削減の考え方 更新時には PFI・PPP を検討します。 

（出所：再編成計画） 
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(3)  松山市民会館の概要 

松山市民会館は、市民の文化および教養の向上と福祉の増進を図ることを目的として

設置した施設で、大ホール、中ホール、小ホールなどを有する。 
 

基本情報 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設概要 

設置目的 市民の文化および教養の向上と福祉の増進をはかることを目的として

設置 

施設の構成 ○大ホール ○中ホール ○小ホール ○洋室 1～3 ○会議室 1～7 

○リハーサル室 ○練習室 1,2 ○和室 1,2 

事業概要 文化芸術の鑑賞や発表機会を提供しています。 

施設を取り巻

く状況や課題 

昭和 40 年開館の老朽施設であるため、建物や設備の補修が必要とな

ります。また、国の指定史跡内に立地していることから、現在位置での

建て替えができません。そこで、松山駅周辺地区車両基地跡地に松山市

民会館大ホール及び中ホールの機能が整備される場合、松山市民会館は

閉館の方向です。 

（出所：施設白書） 
 

各年度の利用人数、使用料収入は、大ホール、中ホールでのプロコンサート等興業の

開催数に影響される。 

令和２年度の利用者数は、82,211 人で、令和元年度の 374,044 人に比べ 291,833 人

（ 78.0％）減少している。また、使用料収入は、 38,693,060 円で、昨年度の

102,604,660 円に比べ 63,911,600 円（62.3％）減少している。年度当初より各施設共に

新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉館となり、その後、利用制限などを行いなが

らの開館としたためコンサートなどの中止が相次ぎ大幅な減収となった。 

所在地 堀之内 

敷地面積 借地 

建築年 昭和 40 年 6月 

延べ面積 9,949.4 ㎡ 

構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 4階地下 1階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 国有地 

（松山市民会館） 
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（出所：松山市文化・スポーツ振興財団 令和２年度事業報告及び決算書） 
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(4)  松山市民会館の公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 複合化 民間活用 

内容 

松山駅周辺地区車両基地跡地（以下、「車両基地跡

地」という。）に市民会館大ホール（1,500～2,000

人収容規模）及び中ホール（300～500人収容規

模）の機能が整備される場合、築後 60年（平成 35

年頃）を目途に、現松山市民会館は閉館の方向で

す。 

今後、車両基地跡地で整備される場合、PFIといっ

た運営管理方法の見直しなども検討します。 

１  
設置の 

考え方  

(１) 
配置の 

考え方 

多様な文化・芸術ニーズに対応できるよう松山市域

内に舞台・音響・照明機能を備えた 1,500～2,000

人収容のホール、1,000 人収容のホール（総合コミ

ュニティセンターキャメリアホールにて既設）、

300～500 人収容のホールを配置（300 人程度収容の

北条ふるさと館は舞台・音響・照明機能が不十

分）。 

(２) 
統廃合 

考え方 

車両基地跡地に大ホール等が整備される場合、近隣

に会議室等を多数備えた総合コミュニティセンター

が立地しているため、会議室等は必要最小限としま

す。 

(３) 
機能の 

考え方 

車両基地跡地にホール等が整備される場合、全国的

に著名な芸術家等が公演できる広さの大ホール

（1,500～2,000人収容）と市内の文化・芸術団体が

日常利用可能な小ホール（300～500人）が求められ

る機能です。なお、市内の文化・芸術団体の発表の

場としては、総合コミュニティセンターキャメリア

ホール（約 1,000人収容）と機能分担を行います。 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

現在の場所は、国指定史跡 松山城跡内であるため

同地での更新はできません。 

車両基地跡地利用に関する基本構想（平成 27年 5月

策定）で、交流スペースとしてホールが位置付けら

れており、ホールやリハーサル室等文化創造機能に

ついて、車両基地跡地にて整備します。 

地域の拠点施設として、近隣の総合コミュニティセ

ンターといった周辺施設との機能分担を検討しま

す。 

(２) 
複合化の考

え方 

現在地での更新はできないため当地での複合化はで

きません。 

車両基地跡地施設に、大ホール、小ホール及びスタ

ジオ・工房等文化創造機能といった、現松山市民会

館の機能や劇場法で求められている機能があれば、

その他機能との複合化について検討は可能です。 

３ コスト削減の考え方 

建物の残年数を考慮し、機器類等新規更新を抑制

し、極力補修対応とします。 

更新時には PFIを検討します。 

（出所：再編成計画） 
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(5)  坂の上の雲ミュージアムの概要 

坂の上の雲ミュージアムは、『坂の上の雲』のまちづくりの中核施設として設置した

施設である。 
 
基本情報 

 
 

          

 
施設概要 

設置目的 

松山市がすすめるまち全体を屋根のない博物館とする『坂の上の雲』フ

ィールドミュージアム構想の中核施設として、平成１９年４月２８日に開

館。 
小説に描かれた主人公３人の足跡や明治という時代を紹介する「展示機

能」と『坂の上の雲』フィールドミュージアムの「情報発信機能」、まち

づくりに関する活動を支援する「まちづくり支援機能」を持った複合施設

として、訪れた人々が時の流れについて感じ、考える場を提供していくこ

とを目的としている。 

施設の構成 

Ｂ１ 収蔵庫、空調機械室、電気室等 
１階 事務室、収蔵庫 
Ｍ１ 事務室、館長室 
２階 エントランスロビー、インフォメーション、ホール、ライブラリ

ー、ラウンジ 
３階 展示室、会議室 
４階 展示室 

所在地 一番町三丁目２０番地 

敷地面積 3,384.64㎡ 

建築年 平成 18 年 12月 

延べ面積 3,122.83㎡ 

構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 4階地下 1階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 （坂の上の雲ミュージアム） 
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(4)  松山市民会館の公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 複合化 民間活用 

内容 

松山駅周辺地区車両基地跡地（以下、「車両基地跡

地」という。）に市民会館大ホール（1,500～2,000

人収容規模）及び中ホール（300～500人収容規

模）の機能が整備される場合、築後 60年（平成 35

年頃）を目途に、現松山市民会館は閉館の方向で

す。 

今後、車両基地跡地で整備される場合、PFIといっ

た運営管理方法の見直しなども検討します。 

１  
設置の 

考え方  

(１) 
配置の 

考え方 

多様な文化・芸術ニーズに対応できるよう松山市域

内に舞台・音響・照明機能を備えた 1,500～2,000

人収容のホール、1,000 人収容のホール（総合コミ

ュニティセンターキャメリアホールにて既設）、

300～500 人収容のホールを配置（300 人程度収容の

北条ふるさと館は舞台・音響・照明機能が不十

分）。 

(２) 
統廃合 

考え方 

車両基地跡地に大ホール等が整備される場合、近隣

に会議室等を多数備えた総合コミュニティセンター

が立地しているため、会議室等は必要最小限としま

す。 

(３) 
機能の 

考え方 

車両基地跡地にホール等が整備される場合、全国的

に著名な芸術家等が公演できる広さの大ホール

（1,500～2,000人収容）と市内の文化・芸術団体が

日常利用可能な小ホール（300～500人）が求められ

る機能です。なお、市内の文化・芸術団体の発表の

場としては、総合コミュニティセンターキャメリア

ホール（約 1,000人収容）と機能分担を行います。 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 
更新時の方

向性 

現在の場所は、国指定史跡 松山城跡内であるため

同地での更新はできません。 

車両基地跡地利用に関する基本構想（平成 27年 5月

策定）で、交流スペースとしてホールが位置付けら

れており、ホールやリハーサル室等文化創造機能に

ついて、車両基地跡地にて整備します。 

地域の拠点施設として、近隣の総合コミュニティセ

ンターといった周辺施設との機能分担を検討しま

す。 

(２) 
複合化の考

え方 

現在地での更新はできないため当地での複合化はで

きません。 

車両基地跡地施設に、大ホール、小ホール及びスタ

ジオ・工房等文化創造機能といった、現松山市民会

館の機能や劇場法で求められている機能があれば、

その他機能との複合化について検討は可能です。 

３ コスト削減の考え方 

建物の残年数を考慮し、機器類等新規更新を抑制

し、極力補修対応とします。 

更新時には PFIを検討します。 

（出所：再編成計画） 
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(5)  坂の上の雲ミュージアムの概要 

坂の上の雲ミュージアムは、『坂の上の雲』のまちづくりの中核施設として設置した

施設である。 
 
基本情報 

 
 

      

 
施設概要 

設置目的 

松山市がすすめるまち全体を屋根のない博物館とする『坂の上の雲』フ

ィールドミュージアム構想の中核施設として、平成１９年４月２８日に開

館。 
小説に描かれた主人公３人の足跡や明治という時代を紹介する「展示機

能」と『坂の上の雲』フィールドミュージアムの「情報発信機能」、まち

づくりに関する活動を支援する「まちづくり支援機能」を持った複合施設

として、訪れた人々が時の流れについて感じ、考える場を提供していくこ

とを目的としている。 

施設の構成 

Ｂ１ 収蔵庫、空調機械室、電気室等 
１階 事務室、収蔵庫 
Ｍ１ 事務室、館長室 
２階 エントランスロビー、インフォメーション、ホール、ライブラリ

ー、ラウンジ 
３階 展示室、会議室 
４階 展示室 

所在地 一番町三丁目２０番地 

敷地面積 3,384.64 ㎡ 

建築年 平成 18 年 12 月 

延べ面積 3,122.83 ㎡ 

構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 4 階地下 1 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 （坂の上の雲ミュージアム） 
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事業概要 

・各設備の維持管理業務 
・観覧券の発行、観覧料の徴収、物品販売などの観覧者案内業務 
・毎年開催する企画展の企画・実施 
・展示、収蔵している資料の研究・維持管理等 
・小説『坂の上の雲』や主人公に関する資料の収集・調査 
・『坂の上の雲』史跡めぐり（ミニツアー）、土曜コンサート、『坂の上の

雲』リレー朗読、お伽座の語り、紙芝居など、各種イベントの開催 
・「近代国家」、「松山」に関する各種講座の開催 
・各種刊行物の制作・発行 
・オリジナルグッズの制作・販売 
・会議室の利用貸出し 
・坂の上の雲ミュージアム公式ホームページの管理運営 
・その他各種事業の実施 

施設を取り巻

く状況や課題 

坂の上の雲ミュージアムの入館者数は、平成 21 年から 23 年にかけて放

送されたスペシャルドラマ「坂の上の雲」の影響もあり増加しましたが、

ドラマ終了後は減少傾向にあるため、今後とも、誘客に向けた取組みが必

要と考えられます。 

（出所：施設白書） 
 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
入 館 者 数

（人） 
123,240 115,672 113,386 108,882 42,580 

観覧手数料 
（千円） 

28,842 27,210 25,408 22,232 8,051 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による閉館および移動自粛の影響等外

的要因にて減少したもの。 
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(6)  坂の上の雲ミュージアムの公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 長寿命化 

内容 
新しい施設のため予防保全に努め長寿命化を図

ります。 

１ 
設置の 

考え方 

(1) 
配置の 

考え方 
まちづくりの中核施設 

(2) 
統廃合 

考え方 
代替・類似施設がないため難しいです。 

(3) 
機能の 

考え方 

「展示機能」、「情報発信機能」、「まちづく

り支援機能」 

２ 

更新時

の方向

性 

(1) 
更新時の方

向性 
予防保全に努め長寿命化を図ります。 

(2) 
複合化の考

え方 

現状では、空きスペースはなく、また施設の特

殊性から難しいです。 

３ コスト削減の考え方 
当面は予防保全に努め長寿命化を図りながら、

コスト削減策を検討します。 

（出所：再編成計画） 
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事業概要 

・各設備の維持管理業務 
・観覧券の発行、観覧料の徴収、物品販売などの観覧者案内業務 
・毎年開催する企画展の企画・実施 
・展示、収蔵している資料の研究・維持管理等 
・小説『坂の上の雲』や主人公に関する資料の収集・調査 
・『坂の上の雲』史跡めぐり（ミニツアー）、土曜コンサート、『坂の上の

雲』リレー朗読、お伽座の語り、紙芝居など、各種イベントの開催 
・「近代国家」、「松山」に関する各種講座の開催 
・各種刊行物の制作・発行 
・オリジナルグッズの制作・販売 
・会議室の利用貸出し 
・坂の上の雲ミュージアム公式ホームページの管理運営 
・その他各種事業の実施 

施設を取り巻

く状況や課題 

坂の上の雲ミュージアムの入館者数は、平成 21 年から 23 年にかけて放

送されたスペシャルドラマ「坂の上の雲」の影響もあり増加しましたが、

ドラマ終了後は減少傾向にあるため、今後とも、誘客に向けた取組みが必

要と考えられます。 

（出所：施設白書） 
 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
入 館 者 数

（人） 
123,240 115,672 113,386 108,882 42,580 

観覧手数料 
（千円） 

28,842 27,210 25,408 22,232 8,051 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による閉館および移動自粛の影響等外

的要因にて減少したもの。 
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(7)  子規記念博物館の概要 

子規記念博物館は、正岡子規の世界をとおして、より多くの人々に松山や文学につい

て親しみ、理解を深めてもらうために開設された文学系の博物館である。 
 
基本情報 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設概要 

設置目的 
正岡子規の世界を通して、より多くの人びとが松山に親しみ、松山の伝

統文化や文学についての認識と理解を深め、新しい文化の創造に役立てる

ことを目的に開設された文学系博物館です。 

施設の構成 事務室、ミュージアムショップ、視聴覚室、作業室、応接室、会議室、

研究室、講堂、和室、控室、常設展示室、特別展示室、閲覧室等 

事業概要 
博物館の運営（常設展に関する事業、特別展に関する事業）、会議室等

貸館事業、一部資料の貸出事業、資料の閲覧、調査・研究事業、教室や講

座等、各種イベント事業外 

施設を取り巻

く状況や課題 

昭和 56 年の開館以来、35 年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいま

す。随時部分改修を行っていますが、「松山市公共施設再編成計画」に基

づき、計画的に改修を行っていく必要があります。 
（出所：施設白書） 

平成 29 年度は、子規・漱石・極堂生誕 150 年記念事業に伴い、常設展示室のリニュー

アルや各種記念事業を実施し、入館者は 13 万人に達した。 

 
【開館日と入館者数の推移】 

 開館日 入館者数 増減 

平成 28 年度 317 日 103,742 人 ▲6,543 人

平成 29 年度 317 日 133,797 人 ＋30,055 人

平成 30 年度 317 日 121,116 人 ▲12,681 人

令和元年度 317 日 105,553 人 ▲15,563 人

令和２年度 292 日 47,599 人 ▲57,954 人

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による休館および移動自粛の影響等外

的要因にて減少したもの。  

所在地 道後公園１－30 

敷地面積 2,814.11 ㎡ 

建築年 昭和 55 年 8 月 

延べ面積 7,087.76 ㎡ 

構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 4 階地下 1 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地及び県有地 
（子規記念博物館） 
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(7)  子規記念博物館の概要 

子規記念博物館は、正岡子規の世界を通して、より多くの人々に松山や文学について

親しみ、理解を深めてもらうために開設された文学系の博物館である。 
 
基本情報 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設概要 

設置目的 
正岡子規の世界を通して、より多くの人びとが松山に親しみ、松山の伝

統文化や文学についての認識と理解を深め、新しい文化の創造に役立てる

ことを目的に開設された文学系博物館です。 

施設の構成 事務室、ミュージアムショップ、視聴覚室、作業室、応接室、会議室、

研究室、講堂、和室、控室、常設展示室、特別展示室、閲覧室等 

事業概要 
博物館の運営（常設展に関する事業、特別展に関する事業）、会議室等

貸館事業、一部資料の貸出事業、資料の閲覧、調査・研究事業、教室や講

座等、各種イベント事業外 

施設を取り巻

く状況や課題 

昭和 56 年の開館以来、35 年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいま

す。随時部分改修を行っていますが、「松山市公共施設再編成計画」に基

づき、計画的に改修を行っていく必要があります。 
（出所：施設白書） 

平成 29 年度は、子規・漱石・極堂生誕 150 年記念事業に伴い、常設展示室のリニュー

アルや各種記念事業を実施し、入館者は 13万人に達した。 

 
【開館日と入館者数の推移】 

 開館日 入館者数 増減 

平成 28年度 317日 103,742人 ▲6,543人 

平成 29年度 317日 133,797人 ＋30,055人 

平成 30年度 317日 121,116人 ▲12,681人 

令和元年度 317日 105,553人 ▲15,563人 

令和２年度 292日 47,599人 ▲57,954人 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による休館および移動自粛の影響等外

的要因にて減少したもの。  

所在地 道後公園１－30 

敷地面積 2,814.11㎡ 

建築年 昭和 55年 8月 

延べ面積 7,087.76㎡ 

構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 4階地下 1階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地及び県有地 
（子規記念博物館） 
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【収入の推移】                    

【収入の推移】                         （単位：千円） 

 手数料 使用料 雑入 合計 

平成 28 年度 10,655 5,033 4,264 19,952 

平成 29 年度 11,463 5,563 5,061 22,087 

平成 30 年度 9,742 5,054 4,568 19,364 

令和元年度 8,149 4,079 4,376 16,604 

令和２年度 2,797 1,461 3,535 7,793 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による休館および移動自粛の影響等外

的要因にて減少したもの。 
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(7)  子規記念博物館の概要 

子規記念博物館は、正岡子規の世界をとおして、より多くの人々に松山や文学につい

て親しみ、理解を深めてもらうために開設された文学系の博物館である。 
 
基本情報 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設概要 

設置目的 
正岡子規の世界を通して、より多くの人びとが松山に親しみ、松山の伝

統文化や文学についての認識と理解を深め、新しい文化の創造に役立てる

ことを目的に開設された文学系博物館です。 

施設の構成 事務室、ミュージアムショップ、視聴覚室、作業室、応接室、会議室、

研究室、講堂、和室、控室、常設展示室、特別展示室、閲覧室等 

事業概要 
博物館の運営（常設展に関する事業、特別展に関する事業）、会議室等

貸館事業、一部資料の貸出事業、資料の閲覧、調査・研究事業、教室や講

座等、各種イベント事業外 

施設を取り巻

く状況や課題 

昭和 56 年の開館以来、35 年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいま

す。随時部分改修を行っていますが、「松山市公共施設再編成計画」に基

づき、計画的に改修を行っていく必要があります。 
（出所：施設白書） 

平成 29 年度は、子規・漱石・極堂生誕 150 年記念事業に伴い、常設展示室のリニュー

アルや各種記念事業を実施し、入館者は 13 万人に達した。 

 
【開館日と入館者数の推移】 

 開館日 入館者数 増減 

平成 28 年度 317 日 103,742 人 ▲6,543 人

平成 29 年度 317 日 133,797 人 ＋30,055 人

平成 30 年度 317 日 121,116 人 ▲12,681 人

令和元年度 317 日 105,553 人 ▲15,563 人

令和２年度 292 日 47,599 人 ▲57,954 人

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による休館および移動自粛の影響等外

的要因にて減少したもの。  

所在地 道後公園１－30 

敷地面積 2,814.11 ㎡ 

建築年 昭和 55 年 8 月 

延べ面積 7,087.76 ㎡ 

構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 4 階地下 1 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地及び県有地 
（子規記念博物館） 
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(7)  子規記念博物館の概要 

子規記念博物館は、正岡子規の世界を通して、より多くの人々に松山や文学について

親しみ、理解を深めてもらうために開設された文学系の博物館である。 
 
基本情報 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設概要 

設置目的 
正岡子規の世界を通して、より多くの人びとが松山に親しみ、松山の伝

統文化や文学についての認識と理解を深め、新しい文化の創造に役立てる

ことを目的に開設された文学系博物館です。 

施設の構成 事務室、ミュージアムショップ、視聴覚室、作業室、応接室、会議室、

研究室、講堂、和室、控室、常設展示室、特別展示室、閲覧室等 

事業概要 
博物館の運営（常設展に関する事業、特別展に関する事業）、会議室等

貸館事業、一部資料の貸出事業、資料の閲覧、調査・研究事業、教室や講

座等、各種イベント事業外 

施設を取り巻

く状況や課題 

昭和 56 年の開館以来、35 年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいま

す。随時部分改修を行っていますが、「松山市公共施設再編成計画」に基

づき、計画的に改修を行っていく必要があります。 
（出所：施設白書） 

平成 29 年度は、子規・漱石・極堂生誕 150 年記念事業に伴い、常設展示室のリニュー

アルや各種記念事業を実施し、入館者は 13 万人に達した。 

 
【開館日と入館者数の推移】 

 開館日 入館者数 増減 

平成 28年度 317日 103,742人 ▲6,543人 

平成 29年度 317日 133,797人 ＋30,055人 

平成 30年度 317日 121,116人 ▲12,681人 

令和元年度 317日 105,553人 ▲15,563人 

令和２年度 292日 47,599人 ▲57,954人 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による休館および移動自粛の影響等外

的要因にて減少したもの。  

所在地 道後公園１－30 

敷地面積 2,814.11㎡ 

建築年 昭和 55年 8月 

延べ面積 7,087.76㎡ 

構造 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 4階地下 1階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地及び県有地 
（子規記念博物館） 
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(8)  子規記念博物館の公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 施設量削減 

内容 施設更新時には、現在施設の 20％削減します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで 1施設を配置します。 

(２) 
統廃合 
考え方 

類似施設はないため、統廃合は難しいです。 

(３) 
機能の 
考え方 

展示室、研究室、閲覧室、講堂、ラウンジ、会
議室、事務所、応接室、茶室、和室など 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

現在の面積の 20％削減します。 

(２) 
複合化の考
え方 

施設の特殊性から難しいです。 

３ コスト削減の考え方 
冷暖房などの空調施設、機械設備を省エネタイ
プのものに替えます。 

（出所：再編成計画） 
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(9)  中島総合文化センターの概要   

中島総合文化センターは、中島地区の教育文化の振興を図るために設置した施設で、

公民館、図書館、ホールなどを有する。 
 
基本情報 

所在地 中島大浦２９６２ 

敷地面積 9,527.08 ㎡ 

建築年 平成 12 年 4 月 

延べ面積 5,538.5 ㎡(図書館含む)

構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 地上 3 階地下 1 階 

管理形態 直営 

敷地の状態 市有地 

 
施設概要 

設置目的 
中島地区の教育文化の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律及び地方自治法に基づき、松山市中島総合文化センターを設置

しています。 

施設の構成 
エントランスホール、イベントデッキ、和室会議室１、和室会議室２

(茶室)、趣味の部屋、小会議室、大会議室、ホール、リハーサル室、洋楽

室、和楽室、ホワイエ(待合・休憩所)、図書館、事務室 

事業概要 
施設を貸し出すとともに、瀬戸内海俳句大会、夏季大学・生涯学習講演

会事業を実施し、「島文化あじわいエリア」としての中島地区の生涯学習

の振興を支援しています。 

施設を取り巻

く状況や課題 

建物が島しょ部に位置することもあり、中島地区の住民の方々が多く利

用されています。また、中島図書館、中島公民館が当センター内に併設さ

れ、その活動拠点にもなっていることから、教育・文化の発信元となって

います。近年、経年劣化による不具合が多く生じていますが、早急な補修

工事により対応しています。  

（出所：施設白書） 
会議室等の貸し出しには無料の教育・福祉関係利用と有料の一般利用があり、概ね８

対２程度の割合になっている。公的機関の会議室利用がほとんどだが、中島図書館が併

設されていることもあり、文化財めぐり、俳句の会、パッチワークの会、吹奏楽の練習

等に若年層から高齢者層に至るまで幅広く利用されている。 
当センター東側には、ビオトープがあり、中島の保育園児や未来クラブ(子育てグルー

プ)が、さくらんぼや薩摩芋栽培の学習の場として活用されている。 
 

（中島総合文化センター） 
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(8)  子規記念博物館の公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 施設量削減 

内容 施設更新時には、現在施設の 20％削減します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで 1施設を配置します。 

(２) 
統廃合 
考え方 

類似施設はないため、統廃合は難しいです。 

(３) 
機能の 
考え方 

展示室、研究室、閲覧室、講堂、ラウンジ、会
議室、事務所、応接室、茶室、和室など 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

現在の面積の 20％削減します。 

(２) 
複合化の考
え方 

施設の特殊性から難しいです。 

３ コスト削減の考え方 
冷暖房などの空調施設、機械設備を省エネタイ
プのものに替えます。 

（出所：再編成計画） 
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中島総合文化センター使用状況 

年度 使用許可件数 (うち減免) 使用金額(収入) (減免額) 

平成 28 219 件 120件 237,340円 588,930円 

平成 29 235 件 142件 234,980円 701,620円 

平成 30 225 件 174件 120,350円 738,470円 

令和元 228件 177件 122,020円 653,760円 

令和２ 59件 25件 55,490円 181,090円 

   

 

※減免額、及び減免件数とは、松山市教育委員会が主催又は共催、若しくは、公益のた

めに使用する場合に認められたものを掲げている。 
 

中島総合文化センター利用人数 
年度 情報文化センター 多目的ホール 総合計 
平成 28 4,088人 3,839人 7,927人 

平成 29 3,150人 3,635人 6,785人 
平成 30 2,608人 3,322人 5,930人 
令和元 2,791人 2,392人 5,183人 
令和 2 356人 1,818人 2,174人 
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(10)  中島総合文化センターの公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
管理方法の見直し 

内容 
新しい施設のため当面は予防保全に努めます。
また、コスト削減のため管理方法の見直しを検
討します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

島嶼部に 1館配置します。 
（島内では、規模も非常に大きい建築物であ
り、集会・イベント開催には必要です。） 

(２) 
統廃合 
考え方 

島嶼部の教育文化振興のための拠点施設である
性格上、統廃合にはなじまないと考えます。 

(３) 
機能の 
考え方 

イベントホール、インフォメーション、会議
室、事務室、倉庫、駐車場 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

近隣の旧中島東小学校や中島保育園、B＆G 海洋
センターの利用方法にも、大きな関心をもっ
て、地域の実情にあった適正な管理運営方法を
検討します。 

(２) 
複合化の考
え方 

施設内に中島公民館、中島図書館が供用・併設
され、既に複合施設となっているが施設内外の
レイアウトを含めて検討します。 

３ コスト削減の考え方 

施設管理費削減には限界があるため、人件費・
事業費削減によるコスト削減に他ならない。指
定管理者等の導入についても、コスト削減のた
めの一つの方策と考えます。 

（出所：再編成計画） 
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中島総合文化センター使用状況 
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平成 29 235件 142件 234,980円 701,620円 
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令和元 228件 177件 122,020円 653,760円 

令和２ 59件 25件 55,490円 181,090円 

   

 

※減免額、及び減免件数とは、松山市教育委員会が主催又は共催、若しくは、公益のた

めに使用する場合に認められたものを掲げている。 
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(11)  埋蔵文化財センター（考古館）・文化財情報館の概要 

埋蔵文化財センターは、松山市の埋蔵文化財の保護、調査、研究等による地域文化の

発展を図ることを目的に設置した施設である。 
 
基本情報                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設概要 

設置目的 

＜埋蔵文化財センター＞松山市の埋蔵文化財の保護、調査、研究等による

地域文化の発展を図ることを目的に設置しました。 
＜文化財情報館＞松山市の埋蔵文化財の保護、調査、研究等による地域文

化の発展を図ることを目的に設置しました。 
※埋蔵文化財センター（考古館を含む）と一体となる文化財保護施設 

施設の構成 

＜埋蔵文化財センター＞ 
１階：管理事務室、整理室、鉄器処理室、木器処理室等 
２階：調査研究室、ｽﾀｼﾞｵ、会議室、講堂兼視聴覚室、収蔵庫、特別収蔵庫等

（考古館部分） 
１階：エントランスホール、休憩コーナー、常設展示室、特別展示室、学

芸研究室等 
＜文化財情報館＞ 
１階：エントランスホール、公開準備室、歴史学習室、事務室・整理室等 
２階：収蔵庫 

施設を取り

巻く状況や

課題 

埋蔵文化財センターは、築３０年を経過したが、現在に至るまで大規模な

改修は行っておらず、ここ数年、空調機器や屋上防水の劣化が顕著となって

います。同一敷地内の文化財情報館と一本化した改修工事を実施する必要

があります。 

（出所：施設白書）

所在地 南斎院町乙６７－６ 

敷地面積 （松山総合公園内） 

建築年 

＜埋蔵文化財センター＞ 

平成元年 10 月 

＜文化財情報館＞ 

平成 8 年 11 月 

延べ面積 
＜埋蔵文化財センター＞2,998 ㎡ 

＜文化財情報館＞   751 ㎡ 

構造 

＜埋蔵文化財センター＞ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

＜文化財情報館＞ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 
＜埋蔵文化財センター＞地上 2 階

＜文化財情報館＞  地上 2 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（埋蔵文化財センター） 

（文化財情報館） 
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 令和２年度の観覧者数は、8,670 人で、昨年度の 21,269 人に比べ、12,599 人（59.2％）

減少している。 
また、観覧料等収入は、400,220 円で、昨年度の 676,690 円に比べ、276,470 円（40.9％）

減少している。主な要因としては、年度当初より新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め閉館となり、その後、利用制限などを行いながらの開館のため大幅な減収となった。 
  

 

（出所：公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 令和２年度事業報告及び決算書） 
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(11)  埋蔵文化財センター（考古館）・文化財情報館の概要 

埋蔵文化財センターは、松山市の埋蔵文化財の保護、調査、研究等による地域文化の

発展を図ることを目的に設置した施設である。 
 
基本情報                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設概要 

設置目的 

＜埋蔵文化財センター＞松山市の埋蔵文化財の保護、調査、研究等による

地域文化の発展を図ることを目的に設置しました。 
＜文化財情報館＞松山市の埋蔵文化財の保護、調査、研究等による地域文

化の発展を図ることを目的に設置しました。 
※埋蔵文化財センター（考古館を含む）と一体となる文化財保護施設 

施設の構成 

＜埋蔵文化財センター＞ 
１階：管理事務室、整理室、鉄器処理室、木器処理室等 
２階：調査研究室、ｽﾀｼﾞｵ、会議室、講堂兼視聴覚室、収蔵庫、特別収蔵庫等

（考古館部分） 
１階：エントランスホール、休憩コーナー、常設展示室、特別展示室、学

芸研究室等 
＜文化財情報館＞ 
１階：エントランスホール、公開準備室、歴史学習室、事務室・整理室等 
２階：収蔵庫 

施設を取り

巻く状況や

課題 

埋蔵文化財センターは、築３０年を経過したが、現在に至るまで大規模な

改修は行っておらず、ここ数年、空調機器や屋上防水の劣化が顕著となって

います。同一敷地内の文化財情報館と一本化した改修工事を実施する必要

があります。 

（出所：施設白書）

所在地 南斎院町乙６７－６ 

敷地面積 （松山総合公園内） 

建築年 

＜埋蔵文化財センター＞ 

平成元年 10 月 

＜文化財情報館＞ 

平成 8 年 11 月 

延べ面積 
＜埋蔵文化財センター＞2,998 ㎡ 

＜文化財情報館＞   751 ㎡ 

構造 

＜埋蔵文化財センター＞ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

＜文化財情報館＞ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

階層 
＜埋蔵文化財センター＞地上 2 階

＜文化財情報館＞  地上 2 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（埋蔵文化財センター） 

（文化財情報館） 
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(12)  埋蔵文化財センター（考古館）・文化財情報館の公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
複合化 

内容 
建物の老朽化に対して計画的な改修を進めてい
く中で、コスト削減に努めます。また、複合化
についても今後検討していきます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで１施設を配置します。 

(２) 
統廃合 
考え方 

近隣に類似施設がないことから統廃合は難しい
です。 

(３) 
機能の 
考え方 

考古博物館、展示室、事務室、会議室、児童生
徒の体験学習の場 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

施設の長寿命化を図り、コスト削減を意識した
維持管理に努めます。 

２ 
更新時
の方向
性 

(２) 
複合化の考
え方 

埋蔵文化財保管倉庫（北吉田収蔵庫）は、主に
発掘調査時に発見された遺物などが大量に保管
されており、収蔵物としては特殊なものである
が、収容面積さえ確保できれば、現在の建物を
更新せず、空きスペース等への移転や複合化は
可能です。 
考古館は、市内唯一の考古系博物館であり、教
育施設として広く活用されているため、今後残
していくべき施設であるが、利便性の向上や入
館者増を鑑みた複合化・移転は今後、検討して
いくべき課題です。 

３ コスト削減の考え方 

（人件費削減の取り組み） 
事務業務の分担を見直し、業務の効率化を図る
ことによる時間外勤務手当を削減します。 
週末開催の事業日程の見直しに応じた勤務ロー
テーションによる時間外勤務手当を削減しま
す。 
（その他管理経費削減） 
来館状況にあわせた空調作動の調整、温湿度管
理、昼休み消灯による光熱水費を削減します。 

（出所：再編成計画） 
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(13)  青少年センターの概要 

青少年センターは、青少年の自主活動の場を提供し、社会性豊かな青少年の育成を図

ることを目的に開設した社会教育施設で、研修室や体育館などを有する。 
 
基本情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設概要 

設置目的 青少年の自主活動の場を提供し、社会性豊かな青少年の育成を図ること

を目的に昭和４７年に開設した社会教育施設です。 

施設の構成 

本館 
（研修室、会議室、自習コーナー、大・小ホール、和室、調理実習室）

体育室 
体育館 

事業概要 

「都市型青年の家」「青少年教育施設」として、青少年及び青少年の健

全育成に寄与する団体等に交友と研さんの場を提供しています。また、一

般の方も、営利を目的としない活動であれば、青少年の利用を妨げない範

囲において、有料で利用することができます。 

施設を取り巻

く状況や課題 

平成２３年度より指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用した

市民サービスの向上に取り組んでいますが、本館や体育館の設備の老朽化

が進んでいます。青少年センターは、青少年の健全育成の拠点施設であ

り、今後も大切に維持管理していくべきものであるため、計画的に保全業

務を行い、施設の長寿命化に取り組む必要があります。 

（出所：施設白書） 
 
 
 
 

所在地 築山町１２－３３ 

敷地面積 9,033 ㎡ 

建築年 
本館・体育室…昭和 47 年 3 月

体育館…平成 6 年 12 月 

延べ面積 10,476 ㎡ 

構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（本館） 

階層 地上 3 階地下 1 階（本館） 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（青少年センター） 
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(12)  埋蔵文化財センター（考古館）・文化財情報館の公共施設マネジメント方針 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
複合化 

内容 
建物の老朽化に対して計画的な改修を進めてい
く中で、コスト削減に努めます。また、複合化
についても今後検討していきます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

市レベルで１施設を配置します。 

(２) 
統廃合 
考え方 

近隣に類似施設がないことから統廃合は難しい
です。 

(３) 
機能の 
考え方 

考古博物館、展示室、事務室、会議室、児童生
徒の体験学習の場 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の方
向性 

施設の長寿命化を図り、コスト削減を意識した
維持管理に努めます。 

２ 
更新時
の方向
性 

(２) 
複合化の考
え方 

埋蔵文化財保管倉庫（北吉田収蔵庫）は、主に
発掘調査時に発見された遺物などが大量に保管
されており、収蔵物としては特殊なものである
が、収容面積さえ確保できれば、現在の建物を
更新せず、空きスペース等への移転や複合化は
可能です。 
考古館は、市内唯一の考古系博物館であり、教
育施設として広く活用されているため、今後残
していくべき施設であるが、利便性の向上や入
館者増を鑑みた複合化・移転は今後、検討して
いくべき課題です。 

３ コスト削減の考え方 

（人件費削減の取り組み） 
事務業務の分担を見直し、業務の効率化を図る
ことによる時間外勤務手当を削減します。 
週末開催の事業日程の見直しに応じた勤務ロー
テーションによる時間外勤務手当を削減しま
す。 
（その他管理経費削減） 
来館状況にあわせた空調作動の調整、温湿度管
理、昼休み消灯による光熱水費を削減します。 

（出所：再編成計画） 
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(13)  青少年センターの概要 

青少年センターは、青少年の自主活動の場を提供し、社会性豊かな青少年の育成を図

ることを目的に開設した社会教育施設で、研修室や体育館などを有する。 
 
基本情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設概要 

設置目的 青少年の自主活動の場を提供し、社会性豊かな青少年の育成を図ること

を目的に昭和４７年に開設した社会教育施設です。 

施設の構成 

本館 
（研修室、会議室、自習コーナー、大・小ホール、和室、調理実習室）

体育室 
体育館 

事業概要 

「都市型青年の家」「青少年教育施設」として、青少年及び青少年の健

全育成に寄与する団体等に交友と研さんの場を提供しています。また、一

般の方も、営利を目的としない活動であれば、青少年の利用を妨げない範

囲において、有料で利用することができます。 

施設を取り巻

く状況や課題 

平成２３年度より指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用した

市民サービスの向上に取り組んでいますが、本館や体育館の設備の老朽化

が進んでいます。青少年センターは、青少年の健全育成の拠点施設であ

り、今後も大切に維持管理していくべきものであるため、計画的に保全業

務を行い、施設の長寿命化に取り組む必要があります。 

（出所：施設白書） 
 
 
 
 

所在地 築山町１２－３３ 

敷地面積 9,033 ㎡ 

建築年 
本館・体育室…昭和 47 年 3 月

体育館…平成 6 年 12 月 

延べ面積 10,476 ㎡ 

構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（本館） 

階層 地上 3 階地下 1 階（本館） 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 

（青少年センター） 
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(14)  青少年センターの公共施設マネジメント方針 

①今後の方向性など 

今後の 

方向性 

検討の方向性 施設量の削減 

内容 

利用者ニーズの低いものや複数ある研修室等の見

直しを図り、施設量 20％の削減を行います。ま

た、予防保全による施設の長寿命化やランニング

コストの縮減に取り組むとともに、利用者負担の

見直しや国県補助金等の活用した施設整備などに

関する検討を行い、さらなる支出の抑制及び歳入

増加策を模索していきます。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
市レベルで 1施設を設置 

(２) 
統廃合 

考え方 

施設の長寿命化を図り、少子化の進行を踏まえた

適正な施設規模を検討します。 

(３) 
機能の 

考え方 

体育館、ホール、調理実習室、会議室、研修室、

和室、事務室、相談室 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 

更新時

の方向

性 

施設の長寿命化を図り、少子化の進行を踏まえた

適正な施設規模を検討します。 

(２) 

複合化

の考え

方 

将来的に余剰スペースが生じた場合、検討しま

す。 

３ コスト削減の考え方 

利用者負担のあり方について検討します。 

社会全体で青少年の健全育成を図る観点から PFI

導入の可能性を検討します。 

 
②更新時の方向性を検討する施設名及び 10年間の行動計画 

第１期 

(H28～R7) 

（築 45年以上） 

第２期 

(R8～R17) 

（築 35年以上） 

第３期 

(R18～R27) 

（築 25年以上） 

第４期 

(R28～R37) 

（築 15年以上） 

第５期 

(R38～R47) 

（築 5年以上） 

 
本館 

旧体育館 
 新体育館 

 

 

施設名 H２８ H２９ H３０ R元 R２ R３ R４ R５ R６ R７ 

施設 
全体 

長寿命

化の推

進 
→ → → → → → → → → 

本館   
設備 
更新 

（予定） 
       

新体 
育館   

設備 
更新 

（予定） 
       

（出所：再編成計画） 
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 平成 30 年度に予定していた本館・新体育館の設備更新は実施未了となっている。 
令和３年度において本館の屋上防水工事を行っているが、その他設備を含む改修工事は

今後 10 年のうちに実施予定となっているため、再編成計画に一部遅れが生じている。た

だし、施設の安全性を確認した上での一部延期であり、再編成計画全体の信頼性に影響

を及ぼすものではないと考えられる。 
 
(15)  男女共同参画推進センターの概要 

男女共同参画推進センターは、男女共同参画社会の実現に資するための拠点として設

置した施設であり、その他、国際交流センターやＮＰＯサポートセンター、児童館の機

能も有している。 
 
基本情報 

 

 
施設概要 

設置目的 

社会のあらゆる分野で男女が共に参画することができる環境づくりの促進

を図り、もって男女共同参画社会の実現に資するための拠点施設として、松

山市男女共同参画推進センターを設置しています。 
 なお、松山市男女共同参画推進センターは、国際交流の推進を図る「まつ

やま国際交流センター」、児童の健全育成を推進する「新玉児童館」、市民活

動を応援し、市民と行政の協働を進めていくための「まつやまＮＰＯサポー

トセンター」の機能を含む複合施設です。 

施設の構成 

＜松山市男女共同参画推進センター＞ 
 ○共用スペース：エントランスホール、交流コーナー 
 ○個人利用：パソコンコーナー、ライブラリーコーナー、相談室、作業室

 ○貸室：会議室 1-1・1-2・2・3･4･5、大会議室・控室、視聴覚室ＡＢ、 
調理室、多目的室・更衣室、創作室、和室 

＜まつやま国際交流センター＞国際交流会議室、国際交流情報コーナー、 
図書コーナー、事務室 

＜まつやまＮＰＯサポートセンター＞事務室 
＜新玉児童館＞図書室、集会室、遊戯室、ベビースペース、事務室  
※以下、新玉児童館については、児童館のページを参照 

所在地 三番町六丁目４－２０ 

敷地面積 2,684.98 ㎡ 

建築年 平成 11 年 10 月 

延べ面積 3,958.32 ㎡ 

構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨造 

階層 地上 5 階 

管理形態 指定管理 

敷地の状態 市有地 （男女共同参画推進センター） 
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(14)  青少年センターの公共施設マネジメント方針 

①今後の方向性など 

今後の 

方向性 

検討の方向性 施設量の削減 

内容 

利用者ニーズの低いものや複数ある研修室等の見

直しを図り、施設量 20％の削減を行います。ま

た、予防保全による施設の長寿命化やランニング

コストの縮減に取り組むとともに、利用者負担の

見直しや国県補助金等の活用した施設整備などに

関する検討を行い、さらなる支出の抑制及び歳入

増加策を模索していきます。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
市レベルで 1施設を設置 

(２) 
統廃合 

考え方 

施設の長寿命化を図り、少子化の進行を踏まえた

適正な施設規模を検討します。 

(３) 
機能の 

考え方 

体育館、ホール、調理実習室、会議室、研修室、

和室、事務室、相談室 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 

更新時

の方向

性 

施設の長寿命化を図り、少子化の進行を踏まえた

適正な施設規模を検討します。 

(２) 

複合化

の考え

方 

将来的に余剰スペースが生じた場合、検討しま

す。 

３ コスト削減の考え方 

利用者負担のあり方について検討します。 

社会全体で青少年の健全育成を図る観点から PFI

導入の可能性を検討します。 

 
②更新時の方向性を検討する施設名及び 10 年間の行動計画 

第１期 

(H28～R7) 

（築 45年以上） 

第２期 

(R8～R17) 

（築 35年以上） 

第３期 

(R18～R27) 

（築 25年以上） 

第４期 

(R28～R37) 

（築 15年以上） 

第５期 

(R38～R47) 

（築 5年以上） 

 
本館 

旧体育館 
 新体育館 

 

 

施設名 H２８ H２９ H３０ R元 R２ R３ R４ R５ R６ R７ 

施設 
全体 

長寿命

化の推

進 
→ → → → → → → → → 

本館   
設備 
更新 

（予定） 
       

新体 
育館   

設備 
更新 

（予定） 
       

（出所：再編成計画） 
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事業概要 

＜松山市男女共同参画推進センター＞ 

 ○施設の貸し出し  ○講座・講演会などの実施 

 ○図書資料の収集・貸出 

 ○情報紙「ＣＯＭＳ」・学習冊子の発行 

 ○相談（女性のためのコムズ相談室、男性のためのコムズ相談室）の実施 

 ○ファミリー・サポート・センター ほか 

＜まつやま国際交流センター＞ 

 ○講座・交流イベントなどの実施 ○国際情報の収集・発信、図書の貸出 

 ○市民と外国人市民との交流支援や民間国際交流団体の活動支援 ほか 

＜まつやまＮＰＯサポートセンター＞ 

 ○講座・交流会などの実施  ○ＮＰＯに関する相談 

 ○情報紙「サポセンだより」の発行 ほか 

施設を取り巻

く状況や課題 
館稼働率が年々減少していることから、利用者増に努めることとしていま

す。 

（出所：施設白書） 
上記課題に対して、現在は松山市の会議室・研修等の際に活用を行うことで稼働率の

回復を図っている。 
 

(16)  男女共同参画推進センターの公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 長寿命化 

内容 

新しい施設のため、当面は予防保全に努め長寿命

化に努めます。また、施策等を踏まえたうえで方

針が定まれば統廃合や複合化を検討します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
市レベルで１施設を配置します。 

(２) 
統廃合 

考え方 

施設の長寿命化を図り、施策等を踏まえたうえで

方針が定まれば統廃合を検討します。 

(３) 
機能の 

考え方 

会議室・国際交流会議室・相談室・交流コーナ

ー・情報広場・視聴覚室・調理室・多目的室・創

作室・和室・託児室・作業室・展示コーナー 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 

更新時

の方向

性 

新しい建物であり長寿命化を図ります。 

(２) 

複合化

の考え

方 

周辺の公共施設も含め、集約が可能か検討しま

す。※ 

３ コスト削減の考え方 
利用者負担のあり方やコスト削減を踏まえた長寿

化を検討します。 

（出所：再編成計画） 
※平成 11 年建築の比較的新しい建物であり、60 年使用すると仮定した場合、建て替え予

定は令和 40 年度と相当に先の事案となることから、監査時点において本施設の集約化の

検討は実施されていない。 
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(17)  集会所等の概要 

（ⅰ）集会所（学習施設課所管） 

設置目的 

実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつ

て住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、

社会福祉の増進に寄与することを目的とする。（社会教育法（S22年法律第 

207 号）第 20条「公民館の目的」より） 

 また、公民館本館よりも住民に身近な活動の拠点として様々なコミュニ

ティ活動のための場となっています。 

施設の構成 会議室、調理室 

事業概要 
地区公民館長の推薦を受け、教育委員会が委嘱した分館長が管理運営に

あたっています。 

施設を取り巻

く状況や課題 

集会所は各公民館地区のコミュニティ単位で設置され、地域の活動と密

接につながっているもので、地域の実情に応じた整備がなされてきた経緯

があることから統廃合は困難と思われます。しかし、施設更新時には、地

域の実情に合わせ間取り等の検討を通して総面積を削減するなど、適正な

施設規模での更新とします。 
また、集会所の事業は原則、地元負担金を求めることから、施設改修等

の内容については、地元と協議のうえ決定します。しかし、建物の劣化状

況、利用状況を勘案したうえで改修か、改築かのライフサイクルコストを

比較検討し、コスト縮減を図れる事業を地元に提案することで、施設規模

やコストの縮減を進めていきます。 

 
（ⅱ）教育集会所（人権啓発課所管） 

設置目的 
同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決のための施設とし

て、各地域からの要望によって市内 30 ヶ所に設置しています。 

施設の構成 会議室・調理室 

事業概要 
各地域の交流を目的としているが、維持管理運営については地元町

内会等が行っている。 

施設を取り巻

く状況や課題 

ほとんどの教育集会所が建築から 30 年程経ち、営繕工事の要望が

年々増えてきています。集会所の利用に支障がないようにするため、

人権啓発課の予算及び多額の地元負担金が必要となり、資金の問題が

出てくることが想定されます。 
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事業概要 

＜松山市男女共同参画推進センター＞ 

 ○施設の貸し出し  ○講座・講演会などの実施 

 ○図書資料の収集・貸出 

 ○情報紙「ＣＯＭＳ」・学習冊子の発行 

 ○相談（女性のためのコムズ相談室、男性のためのコムズ相談室）の実施 

 ○ファミリー・サポート・センター ほか 

＜まつやま国際交流センター＞ 

 ○講座・交流イベントなどの実施 ○国際情報の収集・発信、図書の貸出 

 ○市民と外国人市民との交流支援や民間国際交流団体の活動支援 ほか 

＜まつやまＮＰＯサポートセンター＞ 

 ○講座・交流会などの実施  ○ＮＰＯに関する相談 

 ○情報紙「サポセンだより」の発行 ほか 

施設を取り巻

く状況や課題 
館稼働率が年々減少していることから、利用者増に努めることとしていま

す。 

（出所：施設白書） 
上記課題に対して、現在は松山市の会議室・研修等の際に活用を行うことで稼働率の

回復を図っている。 
 

(16)  男女共同参画推進センターの公共施設マネジメント方針 

今後の 

方向性 

検討の方向性 長寿命化 

内容 

新しい施設のため、当面は予防保全に努め長寿命

化に努めます。また、施策等を踏まえたうえで方

針が定まれば統廃合や複合化を検討します。 

１ 
設置の 

考え方 

(１) 
配置の 

考え方 
市レベルで１施設を配置します。 

(２) 
統廃合 

考え方 

施設の長寿命化を図り、施策等を踏まえたうえで

方針が定まれば統廃合を検討します。 

(３) 
機能の 

考え方 

会議室・国際交流会議室・相談室・交流コーナ

ー・情報広場・視聴覚室・調理室・多目的室・創

作室・和室・託児室・作業室・展示コーナー 

２ 

更新時

の方向

性 

(１) 

更新時

の方向

性 

新しい建物であり長寿命化を図ります。 

(２) 

複合化

の考え

方 

周辺の公共施設も含め、集約が可能か検討しま

す。※ 

３ コスト削減の考え方 
利用者負担のあり方やコスト削減を踏まえた長寿

化を検討します。 

（出所：再編成計画） 
※平成 11 年建築の比較的新しい建物であり、60 年使用すると仮定した場合、建て替え予

定は令和 40 年度と相当に先の事案となることから、監査時点において本施設の集約化の

検討は実施されていない。 
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（ⅲ）コミュニティ集会所（まちづくり推進課所管） 

設置目的 
地域コミュニティ活動の促進を目的として、旧北条市内および五明にコ

ミュニティ集会所を設置しています。 

施設の構成 集会室・台所等 

事業概要 
住民に身近な活動の拠点として、様々なコミュニティ活動の場とするた

め 

利用時間 日常の維持管理をおこなう区（自治会）によって異なります。 

施設を取り巻

く状況や課題 

施設の老朽化及び、旧松山市と比較し、世帯数に対する施設数が多い 

（平成 30年４月１日現在 世帯数 10,384 集会所 86ヶ所（内、子ども集

会所・プレハブ倉庫を含む）） 

 
（ⅳ）集会所および健康増進センター（空港港湾課所管） 

設置目的 

（集会所） 
 空港周辺対策の円滑な推進と空港と周辺地域の調和ある発展を 
図るべく、空港周辺地域環境整備事業により整備 

（健康増進センター） 
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関 
する法律第６条の規定に基づく共同利用施設として設置 
（松山市共同利用施設設置条例） 

施設の構成 

（集会所）  
会議室・学習室・調理室等 
（健康増進センター）  
トレーニングルーム・更衣室等 

事業概要 

（集会所） 
 各地域住民の交流の場として使用。運営管理は各地域の地元団体 
（騒音対策協議会）が行っています。 

（健康増進センター） 
 住民の健康増進のために使用。運営管理は地元団体（東垣生地区 
騒音対策活性化協議会）が行っています。 

施設を取り巻

く状況や課題 

平成３１年度は、南吉田鶴ヶ丘集会所、東垣生八反地集会所を改修予

定です。 

（出所：施設白書） 
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(18)  集会所等に関する公共施設マネジメント方針 

①今後の方向性など 

（ⅰ）集会所等＜集会所＞ 

今後の 
方向性 

検討の方向性 適正規模で更新 

内容 
人口減少社会に合わせ、施設の更新時は間取りの
検討等を通して総面積を削減するなど、適切な施
設規模になるよう検討していきます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

各地域の地区単位に設置します。 

(２) 
統廃合 
考え方 

地区単位で設置されており、施設自体が地域の活
動と密接につながっているもので、今日まで地域
の実情に応じた整備がなされてきた経緯から、こ
れを無視した統廃合は困難です。 

(３) 
機能の 
考え方 

会議室、調理室、事務室、図書室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

地域の人口など、地域の実情に即するとともに、
改築時に間取りの検討等を通して規模の削減を検
討します。 

(２) 
複合化の
考え方 

地区単位に設置された小規模施設であり、複合化
は難しいです。 

３ コスト削減の考え方 
公設民営のため、光熱水費など基本的な維持管理
費は地元が負担しています。 

 
（ⅱ）集会所等＜教育集会所＞ 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
譲与 

内容 
地域の拠点、防災上の拠点であり、長寿命化を推
進します。現在の施設数（30ヶ所）以上の整備は
原則行いません。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

現在の施設数（30 ヶ所）以上の整備は原則行いま
せん。 

(２) 
統廃合 
考え方 

地区単位で設置されており、地域活動の拠点とし
て利用されているため、統廃合は困難です。 

(３) 
機能の 
考え方 

会議室、調理室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

要望が有る地域は、地元へ譲与します。 

(２) 
複合化の
考え方 

地区単位で設置された小規模施設であり、複合化
は困難です。 

３ コスト削減の考え方 
利用者負担のあり方やコスト削減を踏まえた長寿
命化を検討します。 
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（ⅲ）コミュニティ集会所（まちづくり推進課所管） 

設置目的 
地域コミュニティ活動の促進を目的として、旧北条市内および五明にコ

ミュニティ集会所を設置しています。 

施設の構成 集会室・台所等 

事業概要 
住民に身近な活動の拠点として、様々なコミュニティ活動の場とするた

め 

利用時間 日常の維持管理をおこなう区（自治会）によって異なります。 

施設を取り巻

く状況や課題 

施設の老朽化及び、旧松山市と比較し、世帯数に対する施設数が多い 

（平成 30年４月１日現在 世帯数 10,384 集会所 86ヶ所（内、子ども集

会所・プレハブ倉庫を含む）） 

 
（ⅳ）集会所および健康増進センター（空港港湾課所管） 

設置目的 

（集会所） 
 空港周辺対策の円滑な推進と空港と周辺地域の調和ある発展を 
図るべく、空港周辺地域環境整備事業により整備 

（健康増進センター） 
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関 
する法律第６条の規定に基づく共同利用施設として設置 
（松山市共同利用施設設置条例） 

施設の構成 

（集会所）  
会議室・学習室・調理室等 
（健康増進センター）  
トレーニングルーム・更衣室等 

事業概要 

（集会所） 
 各地域住民の交流の場として使用。運営管理は各地域の地元団体 
（騒音対策協議会）が行っています。 

（健康増進センター） 
 住民の健康増進のために使用。運営管理は地元団体（東垣生地区 
騒音対策活性化協議会）が行っています。 

施設を取り巻

く状況や課題 

平成３１年度は、南吉田鶴ヶ丘集会所、東垣生八反地集会所を改修予

定です。 

（出所：施設白書） 
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（ⅲ-1）集会所等＜コミュニティ集会所＞ 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
譲与 
統合 

内容 
施設の老朽化や近接状況、人口減少など社会的状
況に応じて、統合・整理や地元への譲与を検討し
ます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

北条地域の地区単位に設置 

(２) 
統廃合 
考え方 

地域コミュニティ拠点として必要であるため、原
則的に施設の長寿命化を図るが、各種要因を踏ま
えたうえで統廃合を検討します。 

(３) 
機能の 
考え方 

集会室・調理室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

要望がある地域については地元へ譲与します。 

(２) 
複合化の
考え方 

統合・整理により地域コミュニティの拠点とし
て、複数の区が利用できる施設を検討します。 

３ コスト削減の考え方 利用者負担のあり方について検討します。 

 
（ⅲ-2）集会所等＜コミュニティ事務所（五明）＞ 

今後の 
方向性 

検討の方向性 長寿命化 

内容 
新しい建物であり、当面は予防保全に努め長寿命
化に努めます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

特に規定はないが、まちづくり協議会設立時に事
務所所在地を申請しなければなりません。 

(２) 
統廃合 
考え方 

施設の長寿命化を図り、施策等を踏まえたうえで
方針が定まれば統廃合を検討します。 

(３) 
機能の 
考え方 

事務所・倉庫 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

新しい建物であり長寿命化を図ります。 

(２) 
複合化の
考え方 

すでに五明支所との複合施設です。 

３ コスト削減の考え方 
利用者負担のあり方やコスト削減を踏まえた長寿
化を検討します。 
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（ⅳ）集会所等＜その他集会所（空港港湾課所管）＞ 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
複合化 
施設量削減 

内容 

適切な修繕、維持管理により可能な限り施設の長
寿命化を推進します。 
施設更新が避けられない時は、航空機騒音の状
況、地域人口や利用状況等を踏まえた上で、住民
交流の場としての近隣類似施設との複合化や面積
の縮小等による施設量の削減を検討します。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

騒音対策地域（南吉田、西垣生、東垣生、余戸）
において、地域人口、地元要望等を勘案して設置
しています。 

(２) 
統廃合 
考え方 

航空機騒音の大幅な削減及び地域人口の減少によ
り、地域住民交流施設としての必要性が低減した
場合に検討します。 

(３) 
機能の 
考え方 

大・小会議室、調理室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

可能な限り施設の長寿命化を推進するが、施設更
新が避けられない場合は、航空機騒音の状況、地
域人口や利用状況等を踏まえた上で、地域住民交
流の場としての近隣類似施設との複合化や面積の
縮小等を検討します。 

(２) 
複合化の
考え方 

地域住民交流の場としての近隣類似施設との複合
化を検討します。 

３ コスト削減の考え方 
更新時の複合施設化又は施設面積の減少による維
持管理コストの削減を検討します。 

 
②更新時の方向性を検討する施設名及び１０年間の行動計画 

 第１期 

(H28～R7) 

（築 45年以上） 

第２期 

(R8～R17) 

（築 35年以上） 

第３期 

(R18～R27) 

（築 25年以上） 

第４期 

(R28～R37) 

（築 15年以上） 

第５期 

(R38～R47) 

（築 5年以上） 

集
会
所 

素鵞公民館日の

出町集会所 

外 22 施設 

石井公民館椿の

宮 団 地 集 会 所 

外 

素鵞公民館立花

六 丁 目 集 会 所 

外 

和気公民館和気

一 丁 目 集 会 所 

外 

日浦公民館青波

集会所 外 

教
育
集
会

所 

吉藤・久万ノ台

教育集会所 

溝辺四区教育集

会所 外 

古川教育集会所 

外 

新開第二教育集

会所 外 

溝辺四区教育集

会所 外 

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
集
会

所 

下 難 波 集 会 所

（寄附部分） 

常保免集会所 

河野別府集会所 

外 

中西内集会所 

外 

原浜集会所 外 

 
神田集会所 外 

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
事
務

所    
コミュニティ事

務所 
 

そ
の
他
集

会
所 

  
南吉田東集会所 

外 

東 垣 生 集 会 所 

外 
さくら集会所 
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（ⅲ-1）集会所等＜コミュニティ集会所＞ 

今後の 
方向性 

検討の方向性 
長寿命化 
譲与 
統合 

内容 
施設の老朽化や近接状況、人口減少など社会的状
況に応じて、統合・整理や地元への譲与を検討し
ます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

北条地域の地区単位に設置 

(２) 
統廃合 
考え方 

地域コミュニティ拠点として必要であるため、原
則的に施設の長寿命化を図るが、各種要因を踏ま
えたうえで統廃合を検討します。 

(３) 
機能の 
考え方 

集会室・調理室 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

要望がある地域については地元へ譲与します。 

(２) 
複合化の
考え方 

統合・整理により地域コミュニティの拠点とし
て、複数の区が利用できる施設を検討します。 

３ コスト削減の考え方 利用者負担のあり方について検討します。 

 
（ⅲ-2）集会所等＜コミュニティ事務所（五明）＞ 

今後の 
方向性 

検討の方向性 長寿命化 

内容 
新しい建物であり、当面は予防保全に努め長寿命
化に努めます。 

１ 
設置の 
考え方 

(１) 
配置の 
考え方 

特に規定はないが、まちづくり協議会設立時に事
務所所在地を申請しなければなりません。 

(２) 
統廃合 
考え方 

施設の長寿命化を図り、施策等を踏まえたうえで
方針が定まれば統廃合を検討します。 

(３) 
機能の 
考え方 

事務所・倉庫 

２ 
更新時
の方向
性 

(１) 
更新時の
方向性 

新しい建物であり長寿命化を図ります。 

(２) 
複合化の
考え方 

すでに五明支所との複合施設です。 

３ コスト削減の考え方 
利用者負担のあり方やコスト削減を踏まえた長寿
化を検討します。 
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施設名 H２８ H２９ H３０ R元 R２ R３ R４ R５ R６ R７ 

施設 
全体 

長寿命

化の推

進 
→ → → → → → → → → 

関係課

を含め

て集会

所のあ

り方を

検討 

→ → → → → → → → → 

（出所：再編成計画） 
 

(19)  その他の施設に関する個別施設計画 

その他の施設について「松山市個別施設計画」では、今後 10 年間にわたってのコスト

見込みと施設量削減見込みを下記のとおり策定している。 

 

（出所：個別施設計画） 

「(4)松山市民会館の公共施設マネジメント方針」に記載のとおり、松山駅周辺地区車

両基地跡地（以下、「車両基地跡地」という。）に市民会館大ホール（1,500～2,000人収

容規模）及び中ホール（300～500 人収容規模）の機能が整備される場合、現松山市民会

館は閉館の方向となっており、その更新に要する費用などを見込んでいるもの。 
 
(20)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 

 
(21)  結果及び意見 

実施した監査の結果、集会所等について意見を掲載する。 
  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

⑨その他の施設 597 32.2 189.6 256.6 ▲67.0 215,021 217,126 218,463 3,442
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（意見）集会所等の今後のあり方について 
集会所等の老朽化への対応については、今後の少子高齢化の流れを踏まえれば、現在

の施設量を維持することによるコストが松山市の財政を圧迫する恐れがある。 
一方で、集会所等自体が地域の活動と密接につながっているもので、今日まで地域の

実情に応じた整備がなされてきた経緯があるため、市は各地区の集会所機能を統廃合・

複合化することは困難との見解である。 
そこで、集会所等の施設の特性も考慮しつつ、老朽化に対応するために、まずは集会

所等の今後のあり方を検討・整理することが望まれる。 
 
 
10.  個別施設計画外の施設（特別会計において経営計画を策定している施設） 

松山市個別施設計画の対象外となっている施設は、特別会計で管轄する卸売市場・観

光施設（松山城・索道）・駐車場・船舶運航事業などである。このうち、施設管理費用

の金額的重要性が高い卸売市場・観光施設（松山城・索道）・道後温泉について検討を

実施した。 
 
(1)  卸売市場の概要 

 松山市には、青果部と花き部を併設した中央市場と、水産物を単独で取り扱う水産市

場が設置されている。 

 
（中央市場）           （水産市場） 

 
基本情報 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 
管理 

形態 
敷地の 

状態 

中央市場 
久万ノ台 

348－1 
91,327㎡ 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 2階 

36,982㎡・昭和 49年 

外 

直営 市有地 

水産市場 
三津ふ頭 

1－2外 
30,052㎡ 
(荷受所を含む) 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 

19,825㎡・昭和 55年 

外 

直営 市有地 
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ているか確認した。 
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実施した監査の結果、集会所等について意見を掲載する。 
  

施設用途区分
施設
数
(棟)

平均
経過
年数
(年)

今後10年間のコスト見込み
（億円） 施設量削減見込み（㎡）

長寿命
・適正
規模化

従来型 差引
H28
年度
当初

R2
年度
当初

R12
年度
末

差引
(R12-H28)

⑨その他の施設 597 32.2 189.6 256.6 ▲67.0 215,021 217,126 218,463 3,442

 

191 
 

（意見）集会所等の今後のあり方について 
集会所等の老朽化への対応については、今後の少子高齢化の流れを踏まえれば、現在

の施設量を維持することによるコストが松山市の財政を圧迫する恐れがある。 
一方で、集会所等自体が地域の活動と密接につながっているもので、今日まで地域の

実情に応じた整備がなされてきた経緯があるため、市は各地区の集会所機能を統廃合・

複合化することは困難との見解である。 
そこで、集会所等の施設の特性も考慮しつつ、老朽化に対応するために、まずは集会

所等の今後のあり方を検討・整理することが望まれる。 
 
 
10.  個別施設計画外の施設（特別会計において経営計画を策定している施設） 

松山市個別施設計画の対象外となっている施設は、特別会計で管轄する卸売市場・観

光施設・駐車場・船舶運航事業などである。このうち、施設管理費用の重要性が高い卸

売市場・観光施設（松山城・索道）と道後温泉について検討を実施した。 
 
(1)  卸売市場の概要 

 松山市には、青果部と花き部を併設した中央市場と、水産物を単独で取り扱う水産市

場が設置されている。 

 
（中央市場）           （水産市場） 

 
基本情報 

施設名 所在地 敷地面積 
構造・階層 

延べ面積・建築年 
管理 

形態 
敷地の

状態 

中央市場 
久万ノ台 

348－1 
91,327 ㎡ 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

地上 2 階 

36,982 ㎡・昭和 49 年 

外 

直営 市有地

水産市場 
三津ふ頭 

1－2 外 
30,052 ㎡ 
(荷受所を含む)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地上 2階 

19,825 ㎡・昭和 55 年 

外 

直営 市有地
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施設概要 

施設の構成 
卸売場、仲卸売場、冷蔵庫棟、駐車場、倉庫、関連商品売場、 

業者事務所、加工施設、管理事務所など 

施設を取り巻

く状況や課題 

建設から中央卸売市場で 43 年以上、公設花き地方卸売市場及び公設水

産地方卸売市場で 37 年以上経過し、各施設とも老朽化が進んでおり改修

が必要になっております。また流通環境の変化（市場経由率の低下）、消

費の低迷などにより取扱量、取扱金額とも減少傾向にあります。 

（出所：施設白書） 
 

(2)  卸売市場の公共施設マネジメント方針 

 中央市場、水産市場のいずれも老朽化が進んでいるおり、改修が必要となっているこ

とから、令和２年３月策定の「松山市卸売市場事業経営戦略（３）施設の見通し」にお

いて、主要施設改修計画が策定されている。 
 

 
卸売市場（中央・水産）主要施設改修計画において、令和６年度から令和 10 年度の改

修費用がゼロの見込みとなっている。これは、法令上の義務である「下水道接続に伴う

整備工事」や、耐震化などの人命に関わる「中央市場関連商品棟耐震改修工事」、「水

産市場場外荷揚場改修工事」、また、フロンガス対策である「水産市場冷蔵庫棟冷凍機

器更新工事」と「中央市場バナナ加工所改修工事」など、義務的工事や法令上早期に実
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施設概要 
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（出所：施設白書） 
 

(2)  卸売市場の公共施設マネジメント方針 

 中央市場、水産市場のいずれも老朽化が進んでおり、改修が必要となっていることか

ら、令和２年３月策定の「松山市卸売市場事業経営戦略（３）施設の見通し」において、

主要施設改修計画が策定されている。 
 

 
卸売市場（中央・水産）主要施設改修計画において、令和６年度から令和 10 年度の改

修費用がゼロの見込みとなっている。これは、法令上の義務である「下水道接続に伴う

整備工事」や、耐震化などの人命に関わる「中央市場関連商品棟耐震改修工事」、「水
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器更新工事」と「中央市場バナナ加工所改修工事」など、義務的工事や法令上早期に実
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現が求められている大規模改修工事が令和５年度までに完了し、令和６年度からは、経

常経費（市場特別会計の施設整備事業費）で対応できる必要最小限の補修工事を行う計

画となっているもの。 
 

(3)  観光施設（松山城・索道）の概要 

 松山城は全国に 12 城しかない現存天守の１ つであり、近年は年間約 50 万人が訪れる

松山市の観光のシンボルである。また、松山城は天守をはじめとした 21 棟の重要文化財、

小天守をはじめとした 30 棟の復興建造物を有しており、将来にわたって松山市そして日

本の文化を継承していくとともに、多くの観光客を松山城に招致するため、松山市では、

松山城の管理運営事業と、松山城天守への登城の交通手段として、松山城山ロープウェ

イ・リフトの運行事業を行っている。 
現在、これらの事業は「松山城観光事業特別会計」で運営しており、運営及び管理に

必要な経費を受益者からの料金収入によって賄う「独立採算制」の公営企業として経営

している。 

 
     （松山城） 
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施設概要 
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模改修工事が令和５年度までに完了し、令和６年度からは、経常経費（市場特別会計の

施設整備事業費）で対応できる必要最小限の補修工事を行う計画となっているもの。 
 

(3)  観光施設（松山城・索道）の概要 
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現在、観光施設事業（城）と観光施設事業（索道）は、「松山城観光事業特別会計」

で運営しており、運営及び管理に必要な経費を受益者からの料金収入によって賄う「独

立採算制」の公営企業として経営している。 

 
     （松山城） 
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施設概要 

施設の構成 
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（出所：施設白書） 
 

(2)  卸売市場の公共施設マネジメント方針 

 中央市場、水産市場のいずれも老朽化が進んでおり、改修が必要となっていることか

ら、令和２年３月策定の「松山市卸売市場事業経営戦略（３）施設の見通し」において、
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卸売市場（中央・水産）主要施設改修計画において、令和６年度から令和 10 年度の改

修費用がゼロの見込みとなっている。これは、法令上の義務である「下水道接続に伴う
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・松山城施設 

 



 

195 
 

 
・索道施設 

 

 
(4)  観光施設（松山城・索道）の公共施設マネジメント方針 

「令和３年３月 松山市観光施設事業（松山城・索道）経営戦略 ４．投資・財政計

画（収支計画）」において、下記の方針が定められている。 

平成 29 年度に「松山城本丸復元建造物調査報告書」を作成した。この報告書の中の補

修工事の優先順位を参考に平成 30 年度から令和 4 年度までの 5 ヵ年の補修計画を立てて

いる。今後この計画を基に、保存状況も考慮の上、修理を実施していく。 
平成 30 年度：天神櫓 
令和元年度：北隅櫓、玄関及び玄関多聞櫓 
令和２年度：南隈櫓及び十間廊下 
令和３年度：巽櫓 
令和４年度：艮門及び同東続櫓 
 令和２年度から令和４年度までは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入

の減少により、繰越金を充当することとなる。しかし、今回の収支計画期間外である 50
年～75 年の周期で実施する大改修時は、繰越金を充てることとなるため、必要最低限の

支出に努め、財源確保を図る。 
（参考：直近の大改修） 
期間：平成 16 年 10 月～平成 18 年 11 月 総事業費：269,000,000 円 
改修箇所：天守、三ノ門南櫓、仕切門、仕切門内塀、隠門、隠門続櫓、筋鉄門東塀 
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・松山城施設 
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(5)  道後温泉の概要 

松山市では、重要な観光資源である道後温泉外湯３館や４つの分湯場、18 の源泉、３

つの駐車場といった施設を道後温泉事業（観光施設事業（その他観光施設））として運

営しており、運営及び管理に必要な経費を受益者からの料金収入によって賄う「独立採

算制」の公営企業として経営している。 
 
 
 
 
 
 
 
そのような中、松山市道後温泉事業特別会計では、松山市のシンボルといえる国の重

要文化財である本館を令和６年末まで、営業しながらの保存修理工事を行っている。そ

の工事による松山市全体の経済的影響（経済波及効果の減少）は、平成 24 年度に「営業

しながらの本館保存修理工事」を約 11 年間実施した場合、約 466 億円と試算され、その

影響を最小限に抑えるため、本館保存修理工事計画の見直しや、様々な活性化策に取り

組んできた。 
 
(6)  道後温泉の公共施設マネジメント 

「令和３年３月 松山市道後温泉事業経営戦略 第５章 投資・財政計画（収支計

画）」において、下記の方針が定められている。 

・投資について 
（１）道後温泉本館（国の重要文化財）の保存修理工事について明治 27 年改築の国の重

要文化財である本館の保存修理工事を平成 31 年から令和６年まで実施し、未来に遺して

いきます。 
（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修について 
源泉の保全と安定供給を目的に、施設の改修の計画的な実施と経費の平準化を意識し取

り組みます。 

 

・財源について 
（１）本館保存修理工事費については、国庫補助対象事業費の 1/2 に当たる 11 億円が 
国庫補助、補助対象残額の 1/2 に一般会計繰入金、1/2 に特別会計の道後温泉事業施設 
整備基金を充当します。補助対象外経費については、市債及び特別会計の使用料収入を 
充当します。 
（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修については、主に道後温泉事業施設 
整備基金を充当します。 

 

（道後温泉本館） 
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(5)  道後温泉事業の概要 

松山市では、重要な観光資源である道後温泉外湯３館や４つの分湯場、18 の源泉、３

つの駐車場といった施設を道後温泉事業（観光施設事業（その他観光施設））として運

営しており、運営及び管理に必要な経費を受益者からの料金収入によって賄う「独立採

算制」の公営企業として経営している。 
 
 
 
 
 
 
 
そのような中、松山市道後温泉事業特別会計では、松山市のシンボルといえる国の重

要文化財である本館を令和６年末まで、営業しながらの保存修理工事を行っている。そ

の工事による松山市全体の経済的影響（経済波及効果の減少）は、平成 24 年度に「営業

しながらの本館保存修理工事」を約 11 年間実施した場合、約 466 億円と試算され、その

影響を最小限に抑えるため、本館保存修理工事計画の見直しや、様々な活性化策に取り

組んできた。 
 
(6)  道後温泉事業の公共施設マネジメント 

「令和３年３月 松山市道後温泉事業経営戦略 第 5 章 投資・財政計画（収支計

画）」において、下記の方針が定められている。 

・投資について 
（１）道後温泉本館（国の重要文化財）の保存修理工事について明治 27 年改築の国の重

要文化財である本館の保存修理工事を平成 31 年から令和６年まで実施し、未来に遺して

いきます。 
（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修について 
源泉の保全と安定供給を目的に、施設の改修の計画的な実施と経費の平準化を意識し取

り組みます。 

 

・財源について 
（１）本館保存修理工事費については、国庫補助対象事業費の 1/2 に当たる 11 億円が 
国庫補助、補助対象残額の 1/2 に一般会計繰入金、1/2 に特別会計の道後温泉事業施設 
整備基金を充当します。補助対象外経費については、市債及び特別会計の使用料収入を 
充当します。 
（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修については、主に道後温泉事業施設 
整備基金を充当します。 

 

（道後温泉本館） 
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(5)  道後温泉の概要 

松山市では、重要な観光資源である道後温泉外湯３館や４つの分湯場、18 の源泉、３

つの駐車場といった施設を道後温泉事業（観光施設事業（その他観光施設））として運

営しており、運営及び管理に必要な経費を受益者からの料金収入によって賄う「独立採

算制」の公営企業として経営している。 
 
 
 
 
 
 
 
そのような中、松山市道後温泉事業特別会計では、松山市のシンボルといえる国の重

要文化財である本館を令和６年末まで、営業しながらの保存修理工事を行っている。そ

の工事による松山市全体の経済的影響（経済波及効果の減少）は、平成 24 年度に「営業

しながらの本館保存修理工事」を約 11 年間実施した場合、約 466 億円と試算され、その

影響を最小限に抑えるため、本館保存修理工事計画の見直しや、様々な活性化策に取り

組んできた。 
 
(6)  道後温泉の公共施設マネジメント 

「令和３年３月 松山市道後温泉事業経営戦略 第５章 投資・財政計画（収支計

画）」において、下記の方針が定められている。 

・投資について 
（１）道後温泉本館（国の重要文化財）の保存修理工事について明治 27 年改築の国の重

要文化財である本館の保存修理工事を平成 31 年から令和６年まで実施し、未来に遺して

いきます。 
（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修について 
源泉の保全と安定供給を目的に、施設の改修の計画的な実施と経費の平準化を意識し取

り組みます。 

 

・財源について 
（１）本館保存修理工事費については、国庫補助対象事業費の 1/2 に当たる 11 億円が 
国庫補助、補助対象残額の 1/2 に一般会計繰入金、1/2 に特別会計の道後温泉事業施設 
整備基金を充当します。補助対象外経費については、市債及び特別会計の使用料収入を 
充当します。 
（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修については、主に道後温泉事業施設 
整備基金を充当します。 

 

（道後温泉本館） 
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・投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
投資について 
源泉井戸及び配湯施設整備等の改修が一巡し、めどがついた後に、源泉からの配管等 
の老朽化に対する施設更新に着手する必要があり、計画を立案し進めます。 
財源について 
本館保存修理工事後の本館営業形態を考慮しつつ、適正な使用料の設定について検 
討する必要があります。また、旅館内湯使用料についても、その維持管理経費とのバラ 
ンスを考慮しながら、持続可能かつ適正な料金の検討を行います。 

 
(7)  実施手続 

（ⅰ）松山市の担当者への質問、意見聴取及び書類の閲覧等によりその概要を把握した。 
（ⅱ）関係する法令、規則、要綱、要領等を閲覧し、これらに準拠して職務が執行され

ているか確認した。 
（ⅲ）入手資料等により分析を実施した。 
 

(8)  結果及び意見 

実施した監査の結果、特に検出した事項はなかった。 
 

 
 

以  上 
 
 
 


